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常陸親王の基礎的考察

　
本
稿
は
観
応
の
擾
乱
期
に
中
国
地
方
に
あ
ら
わ
れ
る
常
陸
親
王
に
つ
い
て
の
基
礎
的
事
項
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
章
で
は
、
宮
将
軍
や
兵
部
卿
親
王

と
常
陸
親
王
と
の
同
一
人
物
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
常
陸
親
王
と
宮
将
軍
と
は
別
人
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
兵
部
卿
親
王
と
も
別
人
で
あ
る
可
能
性

が
高
い
こ
と
を
述
べ
た
。
第
二
章
で
は
、
令
旨
の
発
給
場
所
や
そ
れ
に
応
じ
た
勢
力
を
見
る
こ
と
で
、
親
王
の
活
動
場
所
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
活
動
当
初
は

出
雲
国
で
活
動
し
て
い
た
親
王
が
、
室
町
幕
府
と
の
講
和
交
渉
の
失
敗
の
時
期
（
正
平
六
年
（
一
三
五
一
）
五
月
）
ご
ろ
か
ら
、
安
芸
国
や
石
見
国
に
て
活
動

を
展
開
し
て
い
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
第
三
章
で
は
、
常
陸
親
王
の
令
旨
の
変
遷
を
検
討
し
た
。
出
雲
国
に
お
い
て
は
感
状
し
か
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
が
、
安

芸
国
・
石
見
国
に
お
い
て
は
所
領
関
係
や
官
途
推
挙
な
ど
が
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
正
平
一
統
の
期
間
に
は
感
状
に
安
堵
文
言
が
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
を
述
べ
、
現
地
の
勢
力
に
対
し
て
よ
り
実
体
的
な
恩
賞
が
宛
行
わ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド
…
…
南
朝
方　
常
陸
親
王　
令
旨　
観
応
の
擾
乱　
中
国
地
方

要
旨

は
じ
め
に

一　
常
陸
親
王
の
比
定

二　
常
陸
親
王
の
活
動
と
支
持
基
盤

三　
令
旨
機
能
の
変
遷

お
わ
り
に

梶
　
田
　
航
　
平

　
　
　
　
常
陸
親
王
の
基
礎
的
考
察

【
論
文
】
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は
じ
め
に

　
歴
史
研
究
は
そ
れ
を
取
り
巻
く
環
境
に
よ
り
大
幅
に
変
化
す
る
も
の
で

あ
る
。
南
北
朝
時
代
の
研
究
は
そ
の
最
た
る
例
と
い
え
、
戦
前
と
戦
後
と

で
様
相
が
大
き
く
異
な
っ
て
き
て
い
る
。
戦
前
は
南
朝
正
統
論
の
立
場
か

ら
、
南
朝
方
を
重
視
し
北
朝
方
は
軽
ん
じ
ら
れ
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
し

か
し
、
戦
後
に
は
逆
に
北
朝
方
の
研
究
が
盛
ん
に
行
わ
れ
、
南
朝
方
の
研

究
は
長
ら
く
停
滞
傾
向
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
良
い
だ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
、
森
茂
暁
氏
は
「
こ
れ
ま
で
戦
前
の
誇
張
さ

れ
た
南
朝
研
究
へ
の
反
動
か
ら
か
、
戦
後
の
南
北
朝
研
究
は
南
朝
研
究
を

軽
視
し
て
き
た
。
加
え
て
、
残
存
す
る
関
係
史
料
が
乏
少
で
あ
る
こ
と
も

災
い
し
て
、
南
朝
に
は
ほ
と
ん
ど
研
究
の
手
が
差
し
伸
べ
ら
れ
な
か
っ
た

と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
フ
ェ
ア
な
南
北
朝
研
究
と
は
到
底

言
い
が
た
い
。」
と
述
べ）

1
（

、
戦
前
の
反
動
と
史
料
の
残
存
と
い
っ
た
問
題

に
起
因
す
る
戦
後
の
南
朝
研
究
の
少
な
さ
を
問
題
視
し
て
い
る
。
確
か
に

南
朝
方
の
史
料
は
北
朝
方
よ
り
少
な
い
と
い
う
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
研

究
が
不
可
能
と
い
う
程
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
近
年
こ
そ
は
南
朝
を

主
題
と
し
た
研
究
や
一
般
書
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が）

2
（

、
ま
だ
ま
だ

そ
の
数
は
少
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
た
め
、
今
後
更
な
る
研

究
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う）

3
（

。

　

南
朝
を
研
究
す
る
上
で
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
は
親
王
の
存
在
で
あ

る
。
南
朝
方
は
地
方
に
親
王
を
派
遣
し
て
活
動
を
さ
せ
て
お
り
、
南
朝
の

地
方
政
策
を
考
え
る
上
で
は
、
現
地
に
派
遣
さ
れ
た
親
王
を
無
視
す
る
こ

と
は
で
き
な
い）

4
（

。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
常
陸
親
王
と
い
う
南
朝
方
の
親
王

を
取
り
上
げ
る
。
常
陸
親
王
は
、
観
応
の
擾
乱
期
の
辺
り
に
中
国
地
方
に

て
活
動
が
確
認
で
き
る
親
王
で
、
発
給
令
旨
は
管
見
の
限
り
正
平
六
年

（
一
三
五
一
）
二
月
か
ら
同
十
年
（
一
三
五
五
）
三
月
ま
で
の
計
38
点
が

確
認
で
き
る
。

　
観
応
の
擾
乱
期
の
南
朝
方
に
は
、
九
州
の
懐
良
親
王
や
東
国
の
宗
良
親

王
、
そ
し
て
本
稿
で
扱
う
常
陸
親
王
以
外
に
も
、
宮
将
軍
（
後
述
す
る
が

護
良
の
子
興
良
、
赤
松
宮
と
も
呼
ば
れ
た
）
や
兵
部
卿
親
王
と
い
っ
た
親

王
の
活
動
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
特
に
宮
将
軍
に
関
し
て
は
、

常
陸
親
王
と
同
一
人
物
と
す
る
見
解
と
、
別
人
と
見
な
す
見
解
と
が
存
在

す
る
。
管
見
の
限
り
同
一
人
物
説
の
初
見
は
『
大
日
本
史
』
の
「
陸
良
親

王
」
の
項）

5
（

で
、
そ
れ
以
後
常
陸
親
王
と
赤
松
宮
と
を
同
一
視
す
る
も
の
が

散
見
さ
れ
る）

6
（

。
特
に
近
年
は
新
井
孝
重
氏
に
よ
っ
て
、
常
陸
親
王
と
宮
将

軍
の
み
な
ら
ず
、
兵
部
卿
親
王
も
（
以
下
便
宜
上
こ
の
三
人
を
総
称
す
る

際
は
三
親
王
と
表
記
す
る
）
同
一
人
物
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
示
さ
れ
て

い
る）

7
（

。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
前
田
徹
氏
の
批
判
が
存
在
す
る
が
、

そ
れ
以
後
も
新
井
氏
は
こ
の
見
解
を
撤
回
し
て
い
な
い）

8
（

。

　
一
方
で
、こ
れ
ら
の
親
王
を
別
人
と
す
る
見
方
も
存
在
す
る
。戦
前
は
、

田
中
義
成
氏）

9
（

や
秋
山
英
一
氏）
10
（

や
平
田
俊
春
氏）
11
（

な
ど
が
、
戦
後
に
は
御
薗
生

翁
甫
氏）
12
（

や
森
氏）
13
（

な
ど
が
別
人
と
す
る
記
述
を
し
て
お
り
、
先
述
の
新
井
氏

説
以
降
は
前
田
徹
氏
に
よ
っ
て
新
井
説
の
同
一
人
物
と
す
る
見
解
に
批
判

が
な
さ
れ
て
い
る）
14
（

。

　
以
上
の
よ
う
に
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
常
陸
親
王
と
宮
将
軍
、
更
に
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は
兵
部
卿
親
王
を
同
一
人
物
と
見
な
す
か
否
か
で
見
解
が
分
か
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
そ
の
可
否
に
よ
っ
て
発
給
令
旨
が
変
化
す
る
た
め
、
親
王

の
性
格
は
大
幅
に
変
わ
り
う
る
。そ
の
た
め
、こ
れ
ら
の
親
王
の
比
定
は
、

親
王
を
扱
う
上
で
の
前
提
作
業
と
な
る
。
ま
た
常
陸
親
王
の
活
動
に
つ
い

て
は
、
大
内
氏
に
推
戴
さ
れ
て
の
活
動
と
し
て
い
る
御
薗
生
氏）
15
（

、
安
芸
関

係
の
令
旨
が
多
い
こ
と
か
ら
周
防
に
入
っ
た
の
ち
に
安
芸
に
移
っ
た
と
す

る
森
氏）
16
（

、
三
親
王
を
同
一
視
す
る
立
場
か
ら
令
旨
に
つ
い
て
考
察
し
た
新

井
氏）
17
（

、
南
朝
の
恩
賞
政
策
が
消
極
的
で
は
な
か
っ
た
事
例
の
一
つ
に
常
陸

親
王
を
挙
げ
て
い
る
花
田
卓
司
氏）
18
（

の
も
の
な
ど
が
存
在
す
る
が
、
ま
だ
検

討
す
べ
き
課
題
は
あ
る
だ
ろ
う
。

　
以
上
を
踏
ま
え
て
本
稿
で
は
三
親
王
の
同
一
人
物
説
の
検
討
を
し
た
の

ち
、
常
陸
親
王
の
活
動
や
令
旨
の
機
能
と
い
っ
た
基
礎
的
な
事
象
に
つ
い

て
述
べ
て
い
き
た
い
。

一　
常
陸
親
王
の
比
定

　
本
章
で
は
、
常
陸
親
王
令
旨
を
検
討
す
る
前
提
条
件
と
し
て
、
三
親
王

の
同
一
人
物
説
の
再
検
討
を
行
う
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
大
日
本
史
』

以
来
、常
陸
親
王
と
宮
将
軍
と
を
同
一
人
物
と
す
る
説
は
確
認
で
き
る
が
、

そ
れ
ら
の
根
拠
は
い
ず
れ
も
新
井
氏
説
に
も
内
包
さ
れ
て
い
る）
19
（

。
そ
の
た

め
、
本
稿
で
は
主
に
新
井
氏
の
説
を
再
検
討
し
た
い
。

　
本
論
に
入
る
前
に
、
宮
将
軍
と
兵
部
卿
親
王
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。

宮
将
軍
は
令
旨
の
書
止
文
言
中
に
「
宮
将
軍
令
旨
」
と
記
さ
れ
て
い
る
親

王
で
、
畿
内
や
播
磨
を
中
心
に
令
旨
が
確
認
で
き
、
石
見
内
田
氏
や
備
後

小
早
川
氏
な
ど
へ
の
令
旨
も
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
令
旨
の
中

に
赤
松
氏
と
の
連
携
を
確
認
で
き
る
も
の
が
あ
る
こ
と
か
ら）

20
（

、『
太
平
記
』

に
て
赤
松
則
祐
に
推
戴
さ
れ
て
い
る
「
大
塔
の
若
宮
」
や
「
故
大
塔
宮
兵

部
卿
親
王
の
御
子
」
を
指
す
と
考
え
ら
れ）
21
（

、
先
行
研
究
上
で
も
護
良
親
王

の
子
で
あ
る
興
良
親
王
と
し
て
扱
わ
れ
る
場
合
が
多
い）
22
（

。兵
部
卿
親
王
は
、

忽
那
文
書
内
に
二
通
の
令
旨
が
残
る
親
王
で
、
二
通
と
も
書
止
文
言
中
に

「
兵
部
卿
親
王
令
旨
」
と
記
さ
れ
て
い
る）
23
（

。

　
１　
新
井
説
の
根
拠

　
は
じ
め
に
、
新
井
説
の
根
拠
を
挙
げ
る
。
兵
部
卿
親
王
と
宮
将
軍
と
を

同
一
人
物
視
す
る
根
拠
と
し
て
は
①
兵
部
卿
親
王
と
い
う
名
乗
り
は
、
建

武
政
権
期
に
護
良
親
王
が
名
乗
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
護
良
親
王

の
子
で
あ
る
宮
将
軍
だ
か
ら
こ
そ
名
乗
る
こ
と
が
で
き
る
。
②
兵
部
卿
親

王
と
宮
将
軍
と
の
令
旨
奉
者
の
官
途
が
同
じ
「
右
少
将
」
で
あ
る
。
と
い

う
二
点
が
新
井
孝
重
氏
に
よ
っ
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
常
陸
親
王
と
宮
将
軍
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
③
常
陸
親
王
と

常
陸
国
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
延
元
三
年
（
一
三
三
八
）
以
降
、
常
陸
国

に
下
向
し
た
北
畠
親
房
ら
と
と
も
に
戦
っ
た
の
は
興
良
親
王
（
宮
将
軍
）

で
あ
る
こ
と
が
、『
大
日
本
史
』
以
来
の
同
一
人
物
説
の
根
拠
と
な
っ
て

い
る
。

　
最
後
に
、
④
別
人
説
の
根
拠
と
な
り
う
る
「
常
陸
親
王
御
使
等
交
名
」

を
記
主
側
の
誤
認
と
し
て
い
る
。
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【
史
料
一
】
常
陸
親
王
御
使
等
交
名）
24
（

　
　
周
防
御
座

　
　
　
常
陸
親
王
御
使

　
　
　
　
河
原
源
次
さ
衛
門
尉

　
　
　
一
宮
蔵
人
大
夫
入
道

　
　
正
平
六
年
七
月
卅
日

　
せ
ん
く
わ
う
の
御
こ
四
人

　
め
う
ほ
う
し
と
の
さ
す
の
ミ
や

　
は
な
そ
の
ゝ
ミ
や
と
さ
よ
り
す
ハ
う
へ
御
入
あ
る

　
い
ま
ハ
ひ
た
ち
の
し
ん
ハ
う
と
申
候
也
、

　
ち
ん
せ
い
の
ミ
や
つ
く
し
ニ
御
さ
候

　
よ
し
の
ゝ
た
う
き
ん

　
お
ゝ
た
を
の
ミ
や
の
御
こ
二
人
、
そ
う
し
て
六
人
わ
た
り
候
、

　
ひ
た
ち
の
し
ん
わ
う
の
御
つ
か
ひ

　
か
わ
ら
の
け
ん
し
さ
ゑ
も
ん
の
せ
う

　
と
う
た
う
ミ
の
く
に

　
一
の
ミ
や
の
く
ら
う
と
た
ゆ
ふ
に
う
た
う

　
し
や
う
へ
い
ら
く
ね
ん
七
月
卅
日

　
傍
線
部
に
は
、「
は
な
そ
の
ゝ
ミ
や
と
さ
よ
り
す
ハ
う
へ
御
入
あ
る
い
ま
ハ
ひ
た
ち

の
し
ん
ハ
う
と
申
候
也
、」と
土
佐
国
か
ら
周
防
国
に
入
っ
た
花
園
宮
が
、

今
は
常
陸
親
王
と
名
乗
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
花

園
宮
は
暦
応
三
年
（
一
三
四
〇
）
正
月
廿
八
日
付
の
堅
田
経
貞
軍
忠
状）

25
（

や

康
永
元
年
（
一
三
四
二
）
九
月
廿
六
日
付
の
堅
田
国
貞
軍
忠
状
写）
26
（

と
い
っ

た
北
朝
方
の
軍
忠
状
に
敵
方
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
擾
乱
以

前
は
土
佐
国
で
北
朝
方
と
戦
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
宮
将
軍
は

こ
の
時
期
常
陸
の
親
房
の
も
と
に
い
る
は
ず
で
あ
る
の
で
、
こ
の
記
述
に

則
っ
て
花
園
宮
を
常
陸
親
王
と
す
る
の
な
ら
、
常
陸
親
王
と
宮
将
軍
と
は

別
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
新
井
氏
は
こ
の
「
常
陸
親
王
御
使
等

交
名
」
を
宮
の
名
を
知
ら
な
か
っ
た
か
錯
誤
し
て
い
た
か
に
よ
る
記
主
側

の
誤
認
と
し
、
花
園
宮
と
常
陸
親
王
と
は
同
一
人
物
で
な
い
と
し
、
③
の

理
由
か
ら
常
陸
親
王
と
宮
将
軍
を
同
一
視
人
物
で
あ
る
と
し
た
。

　
以
上
、
三
親
王
の
同
一
人
物
説
の
根
拠
を
挙
げ
た
。
次
に
そ
の
再
検
討

を
し
て
い
き
た
い
。

　
２　
新
井
説
の
再
検
討

　
ま
ず
、
兵
部
卿
親
王
と
宮
将
軍
に
つ
い
て
述
べ
る
。
①
兵
部
卿
親
王
の

名
乗
り
に
関
し
て
は
、『
職
原
抄
』
の
兵
部
卿
の
箇
所
に
「
近
代
多
為
二

公
卿
以
上
兼
官
一
、四
位
不
レ
任
レ
之
、
或
親
王
任
レ
之
、
凡
八
省
之
中
、
々

務
・
式
部
親
王
官
也
、
兵
部
時
々
任
レ
之
、
此
外
不
レ
任
二
親
王
一
、
公
卿

以
上
任
レ
之
、（
後
略
）
27
（

）」
と
あ
り
、
中
務
・
式
部
卿
が
親
王
の
官
職
で
、

兵
部
卿
は
親
王
が
時
々
任
じ
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
実
際
の
任

官
の
例
を
見
て
み
る
と
、
護
良
親
王
が
兵
部
卿
に
任
官
し
た
事
例
の
ほ
か

に
、『
新
葉
和
歌
集
』
に
「
兵
部
卿
師
成
親
王
」
が
見
え
る
が）
28
（

、
こ
の
人

物
は
後
村
上
天
皇
の
子
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
の
「
兵
部
卿
」
は
実
際
の
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任
官
と
考
え
ら
れ
よ
う）
29
（

。
こ
う
し
た
親
王
の
兵
部
卿
任
官
の
事
例
は
、
兵

部
卿
親
王
が
実
際
に
兵
部
卿
に
任
官
さ
れ
て
い
た
親
王
で
あ
っ
て
も
お
か

し
く
は
な
い
こ
と
を
示
す
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
無
理
に
名
乗
り
の
理
由

を
護
良
親
王
の
子
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
②
令
旨
奉
者
の
官
途
の
一
致
に
関
し
て
は
、
官
途
の
み
の

一
致
で
は
同
一
官
途
の
別
人
で
あ
る
可
能
性
は
否
定
で
き
ず
、
令
旨
奉
者

の
一
致
と
は
直
結
し
な
い
。
こ
れ
に
関
し
て
は
前
田
徹
氏
に
よ
っ
て
花
押

が
別
人
物
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
お
り）
30
（

、
奉
者
は
別
人

と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
、
こ
れ
ら
以
外
に
も
、
前
田
氏
が
挙
げ
て

い
る
よ
う
に
、
宮
将
軍
と
兵
部
卿
親
王
と
の
活
動
場
所
の
相
違
が
確
認
で

き
る
こ
と
も
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
両
者
は
別
人
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
常
陸
親
王
と
宮
将
軍
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
る
。
③
常
陸
親
王

と
常
陸
国
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
南
北
朝
期
の
類
例
と
し
て
、
常
陸
親

王
の
よ
う
に
国
名
＋
親
王
と
い
う
親
王
の
呼
称
の
事
例
が
複
数
確
認
で
き

る
。
一
例
目
に
成
良
親
王
が
挙
げ
ら
れ
、『
梅
松
論
』
の
中
先
代
の
乱
に

際
し
て
足
利
直
義
が
鎌
倉
か
ら
逃
れ
る
場
面
に
「
上
野
親
王
成
良
、
義
詮

六
歳
に
し
て
お
な
じ
く
相
伴
ひ
奉
る
。」
と
あ
り
、「
上
野
親
王
」
と
呼
ば

れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る）
31
（

。
ま
た
、『
武
家
年
代
記
』
の
建
武
元
年

の
政
所
執
事
長
井
広
秀
の
箇
所
に
は
「
上
野
親
王
庁
務
」
と
あ
り
、
こ
こ

で
も
「
上
野
親
王
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
が
見
え
る）
32
（

。
そ
し
て
成
良
親
王

と
上
野
国
と
の
関
係
は
、『
神
皇
正
統
記
』
に
て
元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）

十
二
月
に
直
義
が
鎌
倉
に
下
向
す
る
際
に
「
こ
れ
も
四
品
上
野
太
守
成
良

親
王
を
と
も
な
ひ
奉）
33
（

。」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
成
良
親
王
が
当
時
上
野
国

の
国
守
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。そ
の
た
め
、「
上
野
親
王
」の
呼
称
は
、

上
野
国
守
で
あ
っ
た
た
め
の
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
二
例
目
に
は
義
良
親
王
が
挙
げ
ら
れ
る
。
五
条
家
文
書
に
あ
る
（
延
元

四
年
）
八
月
十
五
日
付
後
醍
醐
天
皇
綸
旨）
34
（

に
「
自
二
去
比
一
依
レ
有
二
御
悩

事
一
、御-

二
譲-

国
陸
奥
親
王
一
了
、」と
あ
り
、後
醍
醐
天
皇
が
義
良
親
王（
後

村
上
天
皇
）
に
譲
位
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
こ
の
中
で
義
良
親
王

は
「
陸
奥
親
王
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
し
て
義
良
親
王
と
陸
奥
国
と
の

関
係
も
、『
神
皇
正
統
記
』
に
て
建
武
三
年
（
一
三
三
六
）
に
北
畠
顕
家

が
義
良
と
と
も
に
奥
州
か
ら
一
度
目
の
上
洛
を
遂
げ
陸
奥
に
帰
る
際
に

「
か
く
て
親
王
元
服
し
給
。
直
に
三
品
に
叙
し
、
陸
奥
太
守
に
任
じ
ま
し

ま
す）
35
（

。」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
陸
奥
の
国
守
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
た
め
義
良
親
王
の
場
合
も
成
良
親
王
同
様
に
陸
奥
国
守
で
あ
っ
た
た

め
に
「
陸
奥
親
王
」
の
呼
称
が
な
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
こ
こ
ま
で
述
べ
た
成
良
・
義
良
の
事
例
か
ら
、
少
な
く
と
も
南
北
朝
初

期
に
お
い
て
は
国
名
＋
親
王
の
名
乗
り
は
、
親
王
が
そ
の
国
の
国
守
で

あ
っ
た
事
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。そ
し
て『
新
葉
和
歌
集
』

の
詠
み
人
に「
上
野
太
守
守
永
親
王
」や「
上
野
太
守
懐
邦
親
王
」と
い
っ

た
上
野
の
国
守
で
あ
る
親
王
が
確
認
で
き
る
た
め
、
南
朝
に
お
け
る
親
王

国
守
は
少
な
く
と
も
南
北
朝
後
期
ま
で
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ

う
。
更
に
は
浅
井
文
書
所
収
の
文
和
二
年
（
一
三
五
三
）
五
月
廿
七
日
付

足
利
尊
氏
袖
判
感
状）
36
（

に
「
上
総
親
王
宮
奉
二
懐
取
一
之
由
、
今
川
入
道
所
二

注
申
一
也
、」
と
南
朝
方
の
「
上
総
親
王
宮
」
と
い
う
親
王
が
「
奉
二
懐
取
一
」

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
こ
れ
は
常
陸
親
王
の
活
動
時
期
と
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比
較
的
近
い
時
期
に
常
陸
国
と
同
様
に
親
王
任
国
で
あ
る
「
上
総
」
を
冠

し
た
親
王
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
国
名
＋
親
王
の
呼
称
に
は
、
親
王
が
そ
の
国
の
国
守

で
あ
っ
た
事
を
示
し
て
い
る
も
の
が
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
常
陸
国
が
親

王
任
国
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
常
陸
親
王
（
ひ
い
て
は
上
総
親

王
も
）
と
い
う
呼
称
も
、
常
陸
国
守
で
あ
っ
た
が
故
の
も
の
で
あ
る
と
考

え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、
④
「
常
陸
親
王
御
使
等
交
名
」
の

可
否
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
常
陸
親
王
の
活
動
拠
点
（
後
述
す
る
が
出
雲

か
ら
安
芸
に
移
動
し
た
と
考
え
ら
れ
る
）
を
踏
ま
え
る
と
「
常
陸
親
王
御

使
等
交
名
」
自
体
は
疑
問
の
残
る
史
料
で
は
あ
る
。
た
だ
し
、
前
述
の
よ

う
に
常
陸
親
王
を
常
陸
国
で
戦
っ
た
親
王
と
せ
ず
に
、
常
陸
国
守
で
あ
る

と
す
る
な
ら
ば
、
ど
の
み
ち
宮
将
軍
と
同
一
人
物
と
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
だ
ろ
う
。
そ
の
上
前
田
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
両
者
の
令
旨
の

発
給
範
囲
に
は
大
き
な
差
が
あ
る
こ
と
や
、
同
時
期
に
同
一
の
宛
所
に
対

し
て
別
名
を
用
い
る
と
い
う
問
題
も
あ
る
こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
る
と
、
こ

の
二
者
を
同
一
人
物
と
は
見
做
し
難
い）
37
（

。

　
最
後
に
、
兵
部
卿
親
王
と
常
陸
親
王
と
に
関
し
て
は
、
兵
部
卿
親
王
が

伊
予
・
周
防
、
常
陸
親
王
が
出
雲
・
石
見
・
安
芸
と
活
動
範
囲
が
近
く
、

兵
部
卿
親
王
の
令
旨
の
数
が
二
点
と
少
な
い
た
め
に
、
判
断
材
料
に
乏
し

く
、常
陸
親
王
と
別
人
で
あ
る
と
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。た
だ
し
、

別
の
名
乗
り
を
す
る
理
由
が
不
明
で
あ
る
こ
と
、
南
朝
親
王
の
令
旨
の
傾

向
と
し
て
あ
る
程
度
一
定
し
て
い
る
令
旨
の
奉
者
が
こ
の
二
人
の
場
合
は

全
く
一
致
し
な
い
こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
る
と
、
別
人
で
あ
る
可
能
性
は
高

い
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
常
陸
親
王
と
兵
部
卿
親
王
に
関
し
て

も
別
人
と
し
て
検
討
し
た
い
。

　
以
上
、
三
親
王
の
同
一
人
物
説
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
宮
将
軍
と
常
陸

親
王
、
宮
将
軍
と
兵
部
卿
親
王
と
は
少
な
く
と
も
同
一
人
物
と
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
こ
と
、
常
陸
親
王
と
兵
部
卿
親
王
に
関
し
て
も
別
人
で
あ
る

可
能
性
が
高
い
こ
と
、
常
陸
親
王
と
常
陸
国
と
の
関
係
は
常
陸
親
王
が
常

陸
国
守
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
以
上
を
踏
ま
え
て

第
二
章
以
降
で
は
「
常
陸
親
王
」
の
令
旨
を
対
象
と
し
検
討
す
る
。

二　
常
陸
親
王
の
活
動
と
支
持
基
盤

　
本
章
で
は
常
陸
親
王
の
活
動
場
所
と
支
持
基
盤
の
変
遷
を
擾
乱
の
推
移

に
沿
っ
て
述
べ
て
い
く
。
そ
の
た
め
に
常
陸
親
王
令
旨
の
発
給
先
を
国
単

位
で
見
て
い
く
。
ま
た
時
期
を
①
常
陸
親
王
の
活
動
初
見
か
ら
尊
氏
・
直

義
の
講
和
（
正
平
六
年
（
一
三
五
一
）
二
月
末
）
ま
で
、
②
尊
氏
・
直
義

の
講
和
か
ら
幕
府
・
南
朝
間
の
講
和
交
渉
決
裂
（
同
五
月
）
ま
で
、
③
幕

府
・
南
朝
の
講
和
決
裂
か
ら
尊
氏
・
直
義
決
裂
（
同
八
月
）
ま
で
、
④
尊

氏
・
直
義
の
決
裂
か
ら
正
平
一
統
（
同
十
一
月
）
ま
で
、
⑤
正
平
一
統
期

間
中
（
同
十
一
月
〜
正
平
七
年
閏
二
月
）、
⑥
正
平
一
統
決
裂
後
（
同
閏

二
月
以
降
）
の
六
期
に
分
け
て
考
え
た
い）
38
（

。
な
お
、
常
陸
親
王
発
給
令
旨

を
〈
表
〉
に
し
た
。
以
下
こ
れ
を
参
照
し
つ
つ
述
べ
て
い
き
た
い
。
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〈
表
〉
常
陸
親
王
発
給
令
旨
一
覧

番
号

年
次

宛
先
（
国
）

状
態

内
容

刊
本 （
文
書
群
名
）

1

正
平
六
年
二
月
十
日

曹
泉
寺
別
当
館
（
出
雲
）

忌
部
総
社
神
主
館
（
出
雲
）

写

軍
勢
催
促

『
中
・
四
』
1
9
5
9
（
出
雲
忌
部
大
宮
濫
觴
記
抄
）

2

正
平
六
年
二
月
日

諏
方
部
弥
三
郎
殿
（
出
雲
）

写

軍
勢
催
促

『
中
・
四
』
1
9
7
9
（
諸
家
文
書
纂
所
収
三
刀
屋
文
書
）

3

正
平
六
年
三
月
二
日

須
和
部
三
郎
入
道
館
（
出
雲
）

写

軍
勢
催
促

『
中
・
四
』
1
9
8
2
（
諸
家
文
書
纂
所
収
三
刀
屋
文
書
）

4

正
平
六
年
三
月
二
十
五
日

中
沢
三
郎
一
族
（
出
雲
）

神
主
日
置
一
族
（
出
雲
）

写

感
状

『
中
・
四
』
2
0
0
2
（
出
雲
忌
部
大
宮
濫
觴
記
抄
）

5

正
平
六
年
四
月
廿
一
日

諏
方
部
三
郎
入
道
館
（
出
雲
）

写

感
状

『
中
・
四
』
2
0
2
1
（
諸
家
文
書
纂
所
収
三
刀
屋
文
書
）

6

正
平
六
年
四
月
廿
一
日

諏
方
部
弥
三
郎
館
（
出
雲
）

写

感
状

『
中
・
四
』
2
0
2
2
（
諸
家
文
書
纂
所
収
三
刀
屋
文
書
）

7

正
平
六
年
四
月
廿
一
日

諏
方
部
弥
四
郎
館
（
出
雲
）

写

感
状

『
中
・
四
』
2
0
2
3
（
諸
家
文
書
纂
所
収
三
刀
屋
文
書
）

8

正
平
六
年
四
月
廿
五
日

土
屋
神
主
館
（
出
雲
）

錦
織
一
族
中
（
出
雲
）

写

感
状

『
中
・
四
』
2
0
2
5
（
出
雲
勝
田
神
社
蔵
勝
田
濫
觴
録
）

9

正
平
六
年
六
月
九
日

熊
谷
彦
四
郎
入
道
（
安
芸
）

正
文

軍
勢
催
促

『
中
・
四
』
2
0
4
2
（
長
門
熊
谷
家
文
書
）

10

正
平
六
年
六
月
九
日

熊
谷
彦
八
館
（
安
芸
）

正
文

軍
勢
催
促

『
中
・
四
』
2
0
4
3
（
長
門
熊
谷
家
文
書
）

11

正
平
六
年
七
月
十
八
日

中
沢
次
郎
館
（
出
雲
）

写

軍
勢
催
促

『
大
日
本
史
料
』
6
‐
15
‐
1
3
1
（
集
古
文
書
）

12

正
平
六
年
八
月
七
日

城
又
次
郎
館
（
備
後
）

正
文

軍
勢
催
促

『
中
・
四
』
2
0
9
6
（
長
門
毛
利
家
文
書
）

13

正
平
六
年
八
月
七
日

三
戸
彦
次
郎
館
（
安
芸
）

正
文

軍
勢
催
促

『
中
・
四
』
2
0
9
7
（
長
門
毛
利
家
文
書
）

14

正
平
六
年
八
月
七
日

三
戸
彦
八
館
（
安
芸
）

正
文

軍
勢
催
促

『
中
・
四
』
2
0
9
8
（
長
門
毛
利
家
文
書
）

15

正
平
六
年
八
月
七
日

三
戸
弥
八
館
（
安
芸
）

正
文

軍
勢
催
促

『
中
・
四
』
2
0
9
9
（
長
門
毛
利
家
文
書
）

16

正
平
六
年
八
月
十
日

内
田
左
衛
門
三
郎
館
（
石
見
）

写

軍
勢
催
促

『
中
・
四
』
2
1
0
2 （
石
見
俣
賀
文
書
）

17

正
平
六
年
八
月
十
日

伊
藤
次
郎
六
郎
館
（
石
見
）

写

軍
勢
催
促

『
中
・
四
』
2
1
0
3
（
石
見
俣
賀
文
書
）

18

正
平
六
年
九
月
十
四
日

俣
賀
左
衛
門
三
郎
館
（
石
見
）

正
文

感
状

『
中
・
四
』
2
1
3
4
（
石
見
俣
賀
文
書
）

19

正
平
六
年
九
月
十
四
日

横
山
道
祖
法
師
丸
館
（
安
芸
ヵ
）
写

感
状

『
中
・
四
』
2
1
3
6
（
萩
藩
閥
閲
録
百
廿
九
）

20

正
平
六
年
九
月
十
五
日

藤
原
景
光
（
石
見
）

正
文

官
途
上
申
伝
達

『
中
・
四
』
2
1
3
7
（
石
見
俣
賀
文
書
）
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21

正
平
六
年
九
月
十
五
日

伊
藤
次
郎
六
郎
（
石
見
）

正
文

感
状

『
中
・
四
』
2
1
3
8
（
石
見
俣
賀
文
書
）

22

正
平
六
年
九
月
廿
六
日

源
頼
氏
（
不
明
）

正
文

官
途
上
申
伝
達

『
中
・
四
』
2
1
4
2
（
長
門
毛
利
家
文
書
）

23

正
平
六
年
九
月
廿
六
日

源
頼
明
（
安
芸
）

正
文

官
途
上
申
伝
達

『
中
・
四
』
2
1
4
3
（
長
門
毛
利
家
文
書
）

24

正
平
六
年
九
月
廿
八
日

三
戸
孫
三
郎
（
安
芸
）

正
文

兵
粮
料
所
預
置

『
中
・
四
』
2
1
4
5
（
長
門
毛
利
家
文
書
）

25

正
平
六
年
九
月
廿
八
日

熊
谷
彦
八
（
安
芸
）

正
文

兵
粮
料
所
預
置

『
中
・
四
』
2
1
4
6
（
長
門
熊
谷
家
文
書
）

26

正
平
六
年
十
月
三
日

田
所
新
左
衛
門
尉
（
安
芸
）

写

兵
粮
料
所
給
与

『
中
・
四
』
2
1
5
1
（
安
芸
郡
府
中
村
田
文
書
）

27

正
平
六
年
十
月
八
日

俣
賀
兵
庫
允
（
石
見
）

正
文

感
状

『
中
・
四
』
2
1
5
4
（
石
見
俣
賀
文
書
）

28

正
平
六
年
十
月
八
日

源
頼
実
（
不
明
）

正
文

官
途
上
申
伝
達

『
中
・
四
』
2
1
5
6
（
長
門
毛
利
家
文
書
）

29

正
平
六
年
十
月
十
三
日

武
田
兵
庫
助
館
（
安
芸
）

正
文

違
乱
停
止

『
中
・
四
』
2
1
5
9
（
長
門
内
藤
家
文
書
）

30

正
平
六
年
十
月
廿
六
日

藤
原
景
春
（
石
見
）

正
文

官
途
上
申
伝
達

『
益
田
』
2
1
3
号
（
益
田
金
吾
家
文
書
）

31

正
平
七
年
二
月
一
日

田
所
新
左
衛
門
尉
館
（
安
芸
）

正
文

安
堵

『
中
・
四
』
2
1
9
9
（
藤
田
精
一
所
蔵
文
書
）

32

正
平
七
年
二
月
十
七
日

内
田
三
郎
五
郎
殿
（
石
見
）

写

感
状
・
安
堵

『
中
・
四
』
2
2
0
3
（
永
田
秘
録
所
収
内
田
家
文
書
）

33

正
平
七
年
二
月
廿
七
日

内
田
左
衛
門
三
郎
館
（
石
見
）

写

感
状
・
安
堵

『
中
・
四
』
2
2
1
2
（
永
田
秘
録
所
収
内
田
家
文
書
）

34

正
平
七
年
後
二
月
六
日

三
戸
孫
三
郎
館
（
安
芸
）

正
文

所
領
関
係

『
中
・
四
』
2
2
2
0
（
長
門
毛
利
家
文
書
）

35

正
平
七
年
後
二
月
六
日

豊
田
兵
衛
蔵
人
館
（
石
見
）

写

感
状
・
安
堵

『
益
田
』
2
1
9
号
（
内
田
略
譜
）

36

正
平
七
年
三
月
廿
六
日

三
戸
孫
三
郎
館
（
安
芸
）

正
文

兵
粮
料
所
給
与

『
中
・
四
』
2
2
4
3
（
長
門
毛
利
家
文
書
）

37

正
平
八
年
四
月
廿
五
日

須
和
部
三
郎
入
道
館
（
出
雲
）

写

軍
勢
催
促

『
中
・
四
』
2
4
6
9
（
諸
家
文
書
纂
所
収
三
刀
屋
文
書
）

38

正
平
十
年
三
月
八
日

三
戸
孫
三
郎
館
（
安
芸
）

写

軍
勢
催
促

『
中
・
四
』
2
7
1
2
（
正
閏
史
料
二
之
三
三
戸
顕
輔
家
蔵
）

 

※
便
宜
上
松
岡
久
人
編
『
南
北
朝
遺
文　
中
国
・
四
国
編
』
は
『
中
・
四
』、
益
田
氏
教
育
委
員
会
編
『
中
世
益
田
・
益
田
氏
関
係
史
料
集
』
は
『
益
田
』
と
略
し
た
。

　
１　
活
動
初
見
か
ら
尊
氏
・
直
義
の
講
和
ま
で

　
常
陸
親
王
の
令
旨
は
、
正
平
六
年
二
月
に
出
雲
国
に
て
現
れ
る）
39
（

。
こ
れ

以
前
の
正
平
五
年
十
一
月
二
十
三
日
、
尊
氏
に
対
抗
す
る
た
め
に
直
義
が

南
朝
方
に
降
伏
し
て
お
り
、
翌
正
平
六
年
二
月
末
に
尊
氏
と
直
義
と
は
講

和
す
る
ま
で
の
間
の
時
期
は
直
義
党
と
の
協
調
期
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
時
期
の
常
陸
親
王
令
旨
は
〈
表
１
〉
〜
〈
表
３
〉
が
該
当
す
る
。

こ
の
時
期
の
令
旨
は
軍
勢
催
促
を
内
容
と
し
た
も
の
で
、
常
陸
親
王
が
呼

び
か
け
た
勢
力
が
確
認
で
き
る
。
な
お
〈
表
３
〉
は
尊
氏
・
直
義
講
和
後
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の
三
月
二
日
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
段
階
で
は
情
勢
の
変
化
が
現
地
に

伝
播
し
て
い
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
令
旨
も
第
一

期
の
も
の
と
し
て
扱
う
。

　
令
旨
を
受
け
取
っ
た
の
は
〈
表
１
〉
の
忌
部
総
社
・
曹
泉
寺
、〈
表
２
〉

〈
表
３
〉
の
諏
訪
部
氏
が
確
認
で
き
る
。
忌
部
総
社
は
出
雲
国
意
宇
郡
忌

部
保
に
鎮
座
し
た
神
社
で
、
現
在
の
忌
部
神
社
に
当
た
る
。
曹
泉
寺
は
そ

の
神
宮
寺
で
あ
る）
40
（

。
ま
た
諏
訪
部
氏
は
、
鎌
倉
期
以
来
出
雲
国
飯
石
郡
三

刀
屋
郷
の
地
頭
職
を
有
し
て
い
た
一
族
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
出

雲
国
の
勢
力
で
、
親
王
が
出
雲
に
て
活
動
し
始
め
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い

る
と
言
え
よ
う
。

　
以
上
、
第
一
期
の
常
陸
親
王
の
活
動
を
述
べ
た
。
こ
の
時
期
に
お
い
て

は
い
ず
れ
も
出
雲
国
で
の
令
旨
発
給
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
令
旨
は

い
ず
れ
も
軍
勢
催
促
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
出
雲
国
以
外
へ
の

令
旨
が
確
認
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
出
雲
国
に
て
活
動
を
開
始
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
令
旨
を
受
け
取
っ
た
各
勢
力
が
そ
れ
に
応
じ

た
か
否
か
は
第
二
期
の
感
状
の
発
給
状
況
か
ら
判
明
す
る
。

　
２　
尊
氏
・
直
義
と
の
講
和
か
ら
南
朝
・
幕
府
の
講
和
決
裂
ま
で

　
正
平
六
年
二
月
末
か
ら
尊
氏
・
直
義
の
講
和
か
ら
同
年
五
月
ま
で
の
時

期
は
、室
町
幕
府
・
南
朝
間
の
講
和
交
渉
が
行
わ
れ
て
い
る
。そ
の
た
め
、

こ
の
時
期
は
室
町
幕
府
側
と
南
朝
側
の
講
和
交
渉
が
行
わ
れ
て
い
る
期
間

に
当
た
る
。

　
こ
の
時
期
の
令
旨
は
〈
表
４
〉
か
ら
〈
表
８
〉
が
該
当
す
る
。
こ
れ
ら

は
い
ず
れ
も
感
状
の
令
旨
で
あ
り
、
常
陸
親
王
に
応
じ
た
勢
力
が
確
認
で

き
る
。〈
表
４
〉
の
中
沢
氏
に
つ
い
て
は
、
新
井
氏
が
正
和
元
年
七
月
七

日
付
六
波
羅
下
知
状
案
に
て
出
雲
国
淀
本
庄
を
巡
っ
た
相
論
に
名
前
が
見

え
る
こ
と
を
根
拠
に「
出
雲
中
沢
氏
は
信
濃
中
沢
氏
の
後
裔
に
し
て
大
族
」

と
し
て
い
る）

41
（

。
南
北
朝
期
に
は
山
陰
で
活
動
す
る
名
和
長
年
の
軍
勢
催
促

状
が
中
沢
一
族
と
後
述
す
る
土
屋
氏
と
に
宛
て
て
発
給
さ
れ
て
お
り）
42
（

、
ま

た
足
利
直
義
か
ら
出
雲
に
逃
れ
下
っ
た
塩
冶
高
貞
討
伐
の
軍
勢
催
促
が
諏

訪
中
沢
孫
神
次
宛
に
発
給
さ
れ
て
い
る）
43
（

こ
と
も
考
え
る
な
ら
、
新
井
氏
の

指
摘
通
り
出
雲
国
の
勢
力
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う）
44
（

。
日
置
氏
は
古
代

よ
り
出
雲
国
に
て
見
ら
れ
る
一
族
で
、
こ
の
時
期
の
出
雲
国
三
崎
検
校
職

に
も
名
前
が
見
え
る）
45
（

。
お
そ
ら
く
は
そ
の
同
族
と
考
え
ら
れ
る
。

　
〈
表
５
〉
〜
〈
表
７
〉
の
諏
訪
部
氏
は
既
に
述
べ
た
通
り
出
雲
国
三
刀

屋
郷
の
武
士
で
あ
る
。〈
表
５
〉
の
諏
訪
部
三
郎
入
道
（
信
恵
）
は
、
直

冬
に
よ
っ
て
「
於
レ
国
致
二
忠
節
一
之
条
」
を
褒
賞
さ
れ
て
お
り）
46
（

、
更
に
は

自
身
の
代
を
大
宰
府
の
直
冬
の
元
に
派
遣
し
て
い
る）
47
（

。
ま
た
〈
表
６
〉
の

諏
訪
部
弥
三
郎
（
扶
直
）
は
正
月
か
ら
二
月
二
十
三
日
に
か
け
て
足
利
直

義
の
元
で
の
活
動
が
確
認
で
き
る）
48
（

。こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、単
純
に
直
義
・

直
冬
下
で
の
活
動
後
に
常
陸
親
王
の
元
で
活
動
し
た
か
、
立
場
上
南
朝
方

で
あ
っ
た
直
義
・
直
冬
下
で
の
軍
忠
を
認
定
し
た
の
が
〈
表
５
〉
〜
〈
表

７
〉
で
あ
っ
た
か
の
二
通
り
の
解
釈
が
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
本
稿
で
は
可

能
性
を
指
摘
す
る
に
留
め
た
い
。

　
〈
表
８
〉
の
土
屋
氏
は
鎌
倉
期
に
土
屋
六
郎
が
出
雲
国
末
次
保
の
地
頭

に
補
任
さ
れ
て
お
り）
49
（

、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
名
和
長
年
の
軍
勢
催
促
を
受
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け
て
い
る
こ
と
や
観
応
元
年
八
月
に
出
雲
国
で
挙
兵
し
た
人
の
中
に
「
土

屋
四
郎
左
衛
門
尉
・
同
修
理
亮
」
と
あ
る）
50
（

こ
と
か
ら
、
出
雲
国
の
勢
力
で

あ
る
と
推
測
で
き
よ
う
。
な
お
錦
織
氏
に
関
し
て
は
不
明
で
あ
る
。

　
以
上
、
尊
氏
・
直
義
の
講
和
か
ら
直
義
・
南
朝
間
の
講
和
交
渉
の
決
裂

ま
で
の
活
動
を
見
て
き
た
。
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
、
感
状
の
令
旨
が
見

え
、
第
一
期
の
常
陸
親
王
の
催
促
に
応
じ
た
勢
力
を
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
か
ら
当
該
期
の
常
陸
親
王
の
支
持
基
盤
の
中
心
が

出
雲
国
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
３　
講
和
決
裂
か
ら
尊
氏
・
直
義
の
決
裂
ま
で

　
正
平
六
年
五
月
十
五
日
に
、
室
町
幕
府
と
南
朝
と
の
講
和
交
渉
が
決
裂

し
た
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
以
降
の
時
期
は
室
町
幕
府
側
と
敵
対
し
て
い
る

時
期
に
当
た
る
。
そ
う
し
た
状
況
は
同
年
八
月
の
直
義
の
京
都
出
奔
（
＝

尊
氏
・
直
義
の
決
裂
）
を
経
て
、
十
一
月
三
日
の
尊
氏
の
南
朝
降
伏
ま
で

続
く
が
、
常
陸
親
王
の
令
旨
は
直
義
の
京
都
出
奔
辺
り
を
機
に
軍
勢
催
促

か
ら
褒
賞
へ
と
変
化
す
る
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
八
月
の
尊
氏
・
直
義

の
決
裂
ま
で
を
第
三
期
と
し
て
扱
う
。

　
当
該
期
の
発
給
令
旨
は
〈
表
９
〉
〜
〈
表
17
〉
と
な
る
。
先
に
も
述
べ

た
通
り
、
こ
の
時
期
は
軍
勢
催
促
の
令
旨
が
確
認
で
き
る
が
、
そ
の
様
相

は
こ
れ
ま
で
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
第
一
・二
期
の
支
持
基
盤
は

〈
表
11
〉
の
中
沢
氏
し
か
確
認
で
き
ず
、
出
雲
以
外
の
勢
力
が
多
数
を
占

め
て
い
る
。
た
だ
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
常
陸
親
王
の
令
旨
が
確
認
で
き

な
い
諏
訪
部
氏
に
関
し
て
は
、
後
村
上
天
皇
綸
旨
に
よ
る
褒
賞
が
確
認
で

き
、
南
朝
方
と
し
て
の
活
動
は
依
然
行
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
出
雲
以
外
の
勢
力
を
確
認
す
る
と
〈
表
９
〉〈
表
10
〉
の
熊
谷
氏
は
安

芸
国
三
入
荘
の
地
頭
職
で
あ
る
。〈
表
12
〉
の
城
氏
は
建
武
年
間
に
備
後

国
踊
喜
村
一
部
地
頭
を
名
乗
っ
て
い
る
の
が
確
認
で
き
る）
51
（

。〈
表
13
〉〈
表

14
〉〈
表
15
〉
の
三
戸
氏
は
常
陸
親
王
の
令
旨
に
て
宛
行
わ
れ
て
い
る
場

所
が
い
ず
れ
も
安
芸
国
内
で
、
貞
和
七
年
三
月
日
付
の
着
到
状
に
「
安
芸

国
三
戸
孫
三
郎
頼
顕
」
と
見
え
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
安
芸
国
の
勢
力
で
あ

る
と
言
え
る
。〈
表
16
〉
の
内
田
氏
は
、
南
北
朝
初
期
に
は
遠
江
国
内
田

荘
を
本
拠
と
し
て
い
た
が
、
建
武
五
年
（
一
三
三
八
）
〜
康
永
元
年

（
一
三
四
二
）
の
間
に
石
見
国
長
野
荘
に
移
っ
た
一
族
で
あ
る）
52
（

。〈
表
17
〉

の
伊
藤
氏
は
内
田
氏
系
の
人
物
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
内
田
氏
同
様
に
石

見
国
の
勢
力
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る）
53
（

。
以
上
か
ら
、
出
雲
で
し
か
活
動

が
確
認
出
来
な
か
っ
た
こ
れ
ま
で
と
比
べ
る
と
、
石
見
・
安
芸
・
備
後
へ

の
令
旨
発
給
が
確
認
で
き
、
活
動
範
囲
の
拡
大
が
見
て
取
れ
よ
う
。

　
な
お
「
周
防
御
座
」
と
記
さ
れ
て
い
る
「
常
陸
親
王
御
使
等
注
文
（
前

掲
【
史
料
一
】）」
も
こ
の
時
期
に
該
当
す
る
が
、
周
防
国
へ
の
令
旨
発
給

は
確
認
で
き
な
い
。
ま
た
「
と
さ
よ
り
す
ハ
う
へ
御
入
あ
る
」
の
文
言
に

つ
い
て
も
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
第
一
・二
期
に
お
け
る
常
陸
親
王
は
、

出
雲
で
活
動
し
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
直
接
土
佐
か
ら
周
防
に
入
っ
た

と
も
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
仮
に
「
常
陸
親
王
御
使
等
注

文
」
の
記
載
を
信
用
す
る
な
ら
ば
「
周
防
御
座
」
は
活
動
の
最
中
に
一
時

的
に
周
防
に
止
ま
っ
た
事
を
意
味
し
「
と
さ
よ
り
す
ハ
う
へ
御
入
あ
る
」

は
土
佐
に
い
た
親
王
が
そ
の
段
階
で
周
防
に
い
る
た
め
に
そ
の
よ
う
に
理
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解
し
た
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
南
朝
と
幕
府
間
の
講
和
決
裂
か
ら
尊
氏
・
直
義
の
決
裂
ま
で
を

述
べ
た
。
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
そ
れ
ま
で
の
支
持
基
盤
で
あ
る
出
雲
の

み
な
ら
ず
、
石
見
・
安
芸
・
備
後
な
ど
へ
の
軍
勢
催
促
が
確
認
で
き
る
。

で
は
、
こ
れ
に
応
じ
た
の
は
い
か
な
る
勢
力
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
４　
尊
氏
・
直
義
の
決
裂
か
ら
正
平
一
統
ま
で

　
正
平
六
年
八
月
初
頭
、直
義
が
京
都
を
出
奔
し
東
国
に
向
か
っ
た
た
め
、

尊
氏
・
直
義
間
の
決
裂
は
決
定
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
故
に
こ
れ
以
降
は

南
朝
方
が
室
町
幕
府
と
敵
対
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
自
体
は
第
三
期
と
相

違
な
い
が
、
室
町
幕
府
側
が
内
部
分
裂
し
て
い
る
時
期
に
相
当
す
る
。

　
こ
の
時
期
の
発
給
令
旨
は
〈
表
18
〉
〜
〈
表
30
〉
と
な
る
。
こ
の
時
期

の
令
旨
に
は
軍
勢
催
促
が
見
え
ず
、
感
状
や
官
途
推
挙
や
兵
粮
料
所
預
置

な
ど
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
か
ら
、一
応
の
小
康
期
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
こ
れ
ま
で
の
支
持
基
盤
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
残
存
史
料
の
問
題
も
あ

る
が
、
こ
の
時
期
に
は
出
雲
の
勢
力
の
活
動
が
確
認
で
き
な
く
な
る
。
第

三
期
ま
で
南
朝
方
と
し
て
の
活
動
が
見
え
た
諏
訪
部
氏
は
直
冬
の
方
に
つ

い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る）
54
（

。

　
安
芸
や
石
見
に
関
し
て
は
、三
期
同
様
に
多
数
の
発
給
令
旨
が
見
え
る
。

前
述
の
通
り
〈
表
18
〉
の
俣
賀
氏
と
〈
表
21
〉
の
伊
藤
氏
は
そ
れ
ぞ
れ
石

見
国
、〈
表
24
〉
の
三
戸
氏
と
〈
表
25
〉
の
熊
谷
氏
は
安
芸
国
の
勢
力
で

あ
る
。
ま
た
〈
表
19
〉
の
横
山
氏
は
不
明
で
あ
る
が
『
萩
藩
閥
閲
録
』
に

「
正
平
六
年
宮
方
ニ
相
成
候
、
就
レ
夫
常
陸
親
王
ゟ
令
旨
被
下
候
、
南
帝

崩
御
之
後
、
先
祖
い
つ
れ
の
代
ニ
歟
防
州
山
口
江
罷
越
、
大
内
家
を
頼
随

身
仕
居
候
」
と
あ
り
、
新
井
氏
は
「
閥
閲
録
成
立
の
こ
ろ
に
は
、
ど
こ
に

居
住
し
て
い
る
と
き
に
令
旨
を
受
け
取
っ
た
か
横
山
家
の
も
の
も
分
か
ら

な
か
っ
た
」
と
し
て
い
る）

55
（

。
た
だ
し
、
応
永
十
一
年
の
安
芸
国
諸
城
主
連

署
契
状）
56
（

に
名
を
連
ね
る
人
物
の
中
に
「
横
山
右
近
蔵
人
高
実
」
な
る
人
物

が
お
り
、
こ
れ
と
同
族
と
す
る
の
な
ら
応
永
年
間
頃
ま
で
は
少
な
く
と
も

安
芸
国
に
い
た
可
能
性
は
高
い
。〈
表
26
〉
の
田
所
氏
は
、
安
芸
国
の
在

庁
官
人
田
所
氏
の
一
族
で
、
暦
応
三
年
（
一
三
四
〇
）
に
同
新
左
衛
門
尉

は
安
芸
国
河
戸
村
所
務
職
に
つ
い
て
、「
重
代
之
由
」
を
主
張
し
て
お

り）
57
（

、
ま
た
本
令
旨
に
て
は
同
村
国
衙
分
一
分
・
二
分
を
兵
粮
料
所
と
し
て

宛
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、
安
芸
国
の
勢
力
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
な
お
、
森
氏
は
残
存
史
料
の
数
か
ら
活
動
途
中
で
安
芸
国
に
移
動
し
た

と
し
て
い
る
が）
58
（

、
安
芸
に
発
給
し
た
令
旨
に
は
、
感
状
や
官
途
推
挙
の
ほ

か
に
も
兵
粮
料
所
の
預
置
や
違
乱
停
止
命
令
と
い
っ
た
土
地
関
係
の
も
の

が
見
ら
れ
る
。そ
の
た
め
、感
状
・
官
途
推
挙
の
み
の
石
見
と
比
べ
る
と
、

現
地
に
臨
む
性
格
が
強
い
と
い
え
よ
う
。
ゆ
え
に
令
旨
の
内
容
か
ら
し
て

も
森
氏
の
推
測
通
り
こ
の
時
期
に
は
既
に
安
芸
に
移
動
し
て
い
た
と
推
測

で
き
る
。
な
お
、
御
園
生
氏
は
大
内
氏
に
よ
る
推
戴
の
可
能
性
を
述
べ
て

い
る）
59
（

が
、
周
防
国
内
へ
の
発
給
令
旨
な
ど
と
い
っ
た
周
防
で
の
活
動
が
見

ら
れ
な
い
こ
と
も
踏
ま
え
る
と
考
え
づ
ら
い
だ
ろ
う
。

　
５　
正
平
一
統
期

　
正
平
六
年
十
一
月
三
日
、
鎌
倉
の
直
義
を
攻
撃
す
る
た
め
に
尊
氏
は
南
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朝
に
降
伏
し
た
（
＝
正
平
一
統
）。
そ
れ
以
後
両
者
が
破
綻
す
る
正
平
七

年
閏
二
月
ま
で
は
、
尊
氏
と
南
朝
と
は
協
力
関
係
の
時
期
で
あ
る
。

　
こ
の
時
期
の
令
旨
は
〈
表
31
〉
〜
〈
表
35
〉
が
該
当
す
る
。
こ
の
時
期

の
特
徴
と
し
て
は
、
正
平
七
年
二
月
ま
で
発
給
令
旨
が
見
え
な
い
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
村
上
天
皇
綸
旨
を
取
り
扱
っ
た

三
浦
龍
昭
氏
が
正
平
一
統
の
際
に
武
士
の
「
管
領
」
は
将
軍
（
尊
氏
）
に

委
任
し
た
た
め
、
後
村
上
の
綸
旨
の
武
士
へ
の
発
給
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ

な
い）
60
（

と
指
摘
し
て
お
り
、
そ
れ
に
連
動
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ

れ
が
、
正
平
七
年
の
二
月
に
な
る
と
発
給
さ
れ
は
じ
め
る
が
、
こ
れ
は
被

発
給
者
側
の
働
き
か
け
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
か
。

　
当
該
期
の
令
旨
を
見
て
い
く
と
、〈
表
30
〉
は
安
芸
田
所
氏
に
対
す
る

安
堵
、〈
表
31
〉
と
〈
表
32
〉
は
石
見
の
内
田
氏
へ
の
感
状
で
あ
る
。
そ

し
て
〈
表
33
〉
は
、
三
戸
孫
三
郎
に
対
し
て
安
芸
国
内
部
庄
内
福
原
村
の

地
頭
職
に
つ
い
て
「
追
可
レ
有
二
其
沙
汰
一
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
〈
表

35
〉
に
て
感
状
を
発
給
さ
れ
て
い
る
豊
田
兵
衛
蔵
人
は
、
石
見
国
長
野
荘

内
豊
田
郷
の
内
田
氏
の
一
族
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
石
見
国
の
勢

力
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
た
め
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
も
石
見
・
安

芸
へ
の
発
給
が
確
認
出
来
る
。

　
以
上
、
正
平
一
統
期
間
中
の
令
旨
に
つ
い
て
述
べ
た
。
正
平
一
統
直
後

は
令
旨
が
見
え
ず
、
二
月
ご
ろ
か
ら
現
れ
る
。
ま
た
基
本
的
な
活
動
場
所

は
第
四
期
の
延
長
線
上
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。

　
６　
正
平
一
統
破
綻
後

　
正
平
七
年
閏
二
月
に
、
尊
氏
と
南
朝
と
は
決
裂
し
た
。
そ
の
た
め
、
こ

れ
以
降
は
室
町
幕
府
と
敵
対
す
る
時
期
と
な
る
。

　
こ
の
時
期
の
令
旨
は
〈
表
36
〉
か
ら
〈
表
38
〉
の
三
通
が
確
認
で
き
る
。

〈
表
36
〉
は
〈
表
33
〉
に
て
「
追
可
レ
有
二
其
沙
汰
一
」
と
し
た
も
の
の
実

現
で
、
当
時
の
室
町
幕
府
と
の
敵
対
状
況
も
踏
ま
え
る
と
、
三
戸
氏
を
繋

ぎ
止
め
る
た
め
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。〈
表
36
〉
以
外
は
出
雲
国
諏
訪

部
氏
に
宛
て
た
〈
表
37
〉
と
安
芸
国
三
戸
氏
に
宛
て
た
〈
表
38
〉
と
の
二

通
の
軍
勢
催
促
が
存
在
す
る
が
、〈
表
37
〉
が
正
平
八
年
、〈
表
38
〉
が
同

十
年
と
令
旨
残
存
数
が
大
幅
に
激
減
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
軍
勢
催
促
に

応
じ
た
か
も
不
明
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
一
応
中
国
地
方
で
活
動
し
て
い

た
こ
と
は
確
認
で
き
る
が
、
令
旨
の
数
が
激
減
し
て
お
り
、
勢
力
の
減
退

を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
お
石
見
の
内
田
氏
・
伊
藤
氏
は
直
冬
、
安

芸
国
の
熊
谷
氏
・
三
戸
氏
は
尊
氏
に
そ
れ
ぞ
れ
つ
い
た
こ
と
が
確
認
出
来

る
が
、こ
れ
ら
は
正
平
一
統
破
綻
後
の
常
陸
親
王
の
活
動
の
低
迷
に
伴
い
、

尊
氏
や
直
冬
の
元
に
つ
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
、
常
陸
親
王
の
活
動
を
発
給
先
の
国
に
注
目
し
つ
つ
、
六
つ
の
時

期
に
分
け
て
検
討
し
た
。
第
一
・二
期
に
確
認
出
来
る
の
は
出
雲
国
で
あ

る
が
、
第
三
期
に
は
石
見
や
安
芸
な
ど
に
進
出
し
て
、
第
四
期
に
は
既
に

安
芸
に
移
動
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
第
五
期
は
そ
の
延
長
線
上
で

あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
正
平
一
統
破
綻
後
の
第
六
期
に
お
い
て
は
、
活

動
が
減
退
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。
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三　
令
旨
機
能
の
変
遷

　
前
章
で
は
、
常
陸
親
王
の
活
動
場
所
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
本
章
で
は

軍
勢
催
促
以
外
の
令
旨
を
中
心
に
検
討
し
て
い
く
が
、
前
節
で
述
べ
た
よ

う
に
正
平
一
統
破
綻
ま
で
の
常
陸
親
王
の
活
動
は
、
軍
勢
催
促
を
除
く
と

出
雲
（
二
期
）
と
安
芸
・
石
見
（
四
・五
期
）
の
三
国
に
確
認
で
き
る
。

そ
の
た
め
、
本
章
で
は
出
雲
の
場
合
と
安
芸
・
石
見
の
場
合
と
に
分
け
て

見
て
い
き
た
い
。

　
１　
出
雲
国
で
の
活
動
と
南
朝

　
出
雲
に
お
け
る
軍
勢
催
促
以
外
の
活
動
は
、〈
表
４
〉
か
ら
〈
表
８
〉

ま
で
の
五
通
の
令
旨
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
感
状
で
あ
り
、

後
述
す
る
石
見
や
安
芸
の
よ
う
に
所
領
・
官
途
と
い
っ
た
恩
賞
を
与
え
て

い
な
い
。
感
状
し
か
発
給
さ
れ
て
い
な
い
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
先
述

の
通
り
出
雲
の
勢
力
が
こ
の
後
見
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
か
ら
、
感
状
の
み

で
は
各
勢
力
を
引
き
つ
け
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
こ
れ
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
の
が
次
の
史
料
で
あ
る
。

【
史
料
二
】
後
村
上
天
皇
綸
旨
写）
61
（

　

 

参
二
御
方
一
可
レ
致
二
軍
忠
一
之
由
、
被
二
聞
食
一
候
、
殊
可
レ
抽
二
忠
節
一
、

有
二
其
功
一
者
可
レ
被
二
抽
賞
一
者
、
天
気
如
レ
此
、
悉
レ
之
、
以
状
、

　
　
正
平
六
年
四
月
廿
八
日　
　
　
左
中
弁
（
花
押
影
）

　
　
　
中
沢
二
郎
館

【
史
料
三
】
後
村
上
天
皇
綸
旨
写）

62
（

　

 

参
二
御
方
一
可
レ
致
二
軍
忠
一
之
由
、
被
二
聞
食
一
候
、
殊
可
レ
抽
二
忠
節
一
、

有
二
其
功
一
者
可
レ
被
二
抽
賞
一
者
、
天
気
如
レ
此
、
悉
レ
之
、
以
状
、

　
　
正
平
六
年
四
月
廿
八
日　
　
　
左
中
弁
（
花
押
影
）

　
　
　
中
沢
三
郎
館

　
こ
れ
ら
は
、
中
沢
氏
に
対
す
る
後
村
上
天
皇
の
綸
旨
の
写）
63
（

で
あ
る
。
冒

頭
の
「
参
二
御
方
一
可
レ
致
二
軍
忠
一
之
由
、
被
二
聞
食
一
候
」
と
い
う
文
言

か
ら
中
沢
氏
が
南
朝
方
に
つ
く
と
い
う
旨
を
述
べ
た
こ
と
に
対
す
る
も
の

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
恐
ら
く
は
南
朝
（
南
朝
の
朝
廷
、
以
下
本
章
で
は

便
宜
上
南
朝
の
朝
廷
を
指
す
語
と
し
て
「
南
朝
」
を
使
用
す
る
）
に
接
触

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
中
沢
三
郎
は
〈
表
４
〉
の
受
給
者
と
考
え
ら

れ
、
感
状
の
み
し
か
得
ら
れ
な
い
常
陸
親
王
よ
り
も
恩
賞
が
得
ら
れ
そ
う

な
南
朝
に
働
き
か
け
を
行
っ
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。

【
史
料
四
】
後
村
上
天
皇
綸
旨
写）
64
（

　
 

相-

二
続
先
功
一
、可
レ
被
レ
抽
二
軍
忠
一
、有
二
殊
功
一
者
、可
レ
有
二
其
賞
一
者
、

天
気
如
レ
此
、
悉
レ
之
、
以
状
、

　
　
正
平
六
年
七
月
十
七
日　
　
　
左
少
弁
（
花
押
影
）

　
　
　
中
沢
二
郎
館
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【
史
料
五
】
後
村
上
天
皇
綸
旨
写）
65
（

　
 

軍
忠
之
次
第
聞
食
畢
、尤
神
妙
、猶
弥
可
レ
抽
二
忠
節
一
者
、天
気
如
レ
此
、

悉
レ
之
、
以
状
、

　
　
正
平
六
年
七
月
廿
八
日　
　
左
少
弁
（
花
押
影
）

　
　
中
沢
二
郎
館

　
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
第
三
期
の
後
村
上
天
皇
綸
旨
写
で
あ
る
。【
史
料

四
】
は
軍
勢
催
促
の
綸
旨
だ
が
、
現
地
で
の
軍
勢
催
促
は
本
来
的
に
は
常

陸
親
王
が
行
う
も
の
で
あ
り
、
現
に
そ
の
翌
日
付
で
〈
表
11
〉
の
令
旨
が

発
給
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
本
来
な
ら
ば
綸
旨
で
の
軍
勢
催
促
は
行

わ
れ
な
い
が
、「
相
二
続
先
功
一
」
の
文
言
か
ら
、
こ
の
綸
旨
の
発
給
は
【
史

料
二
】
や
【
史
料
三
】
を
踏
ま
え
て
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。【
史

料
五
】
の
綸
旨
は
軍
忠
に
対
す
る
感
状
の
意
味
合
い
を
持
っ
た
も
の
で
、

中
沢
氏
が
軍
忠
を
南
朝
に
上
申
し
た
の
に
対
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
再

び
恩
賞
が
得
ら
れ
そ
う
な
南
朝
へ
の
働
き
か
け
の
結
果
と
推
測
で
き
る
。

　
さ
て
【
史
料
四
】
と
同
日
に
、
諏
訪
部
氏
に
対
し
て
後
村
上
天
皇
の
綸

旨
が
発
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

【
史
料
六
】
後
村
上
天
皇
綸
旨
写）
66
（

　
後
村
上
天
皇
綸
旨

　

 

参
二
御
方
一
可
レ
致
二
軍
忠
一
、
有
二
殊
功
一
者
、
可
レ
有
二
其
賞
一
者
、
天
気

如
レ
此
、
悉
レ
之
、
以
状
、

　
　
正
平
六
年
七
月
十
七
日　
　
左
少
弁
（
花
押
影
）

　
　
須
和
部
一
族
中

　
こ
こ
に
は
【
史
料
四
】
の
「
相
二
続
先
功
一
、」
の
よ
う
な
文
言
は
確
認

で
き
な
い
が
、実
は
諏
訪
部
氏
も
中
沢
氏
同
様
に
南
朝
に
接
触
し
て
い
る
。

【
史
料
七
】
左
馬
権
頭
某
添
状
写）
67
（

　

 

凶
徒
対
治
事
、
綸
旨
・
御
教
書
如
レ
此
、
急
馳-

二
参
御
方
一
、
可
レ
被
レ
致

二
忠
節
一
、
有
二
其
功
一
者
、
可
レ
被
二
忠
賞
一
之
由
、
所
レ
被
二
仰
下
一
也
、

仍
執
達
如
レ
件
、

　
　
正
平
六
年
七
月
四
日　
　
　
左
馬
権
頭
（
花
押
影
）

　
　
　
諏
方
部
三
郎
入
道
殿

　
【
史
料
七
】は
綸
旨・御
教
書
を
う
け
て
の
左
馬
権
頭
某
の
添
状
で
あ
る
。

【
史
料
七
】
に
あ
る
「
綸
旨
・
御
教
書
如
レ
此
、」
と
い
う
文
言
か
ら
、

綸
旨
と
御
教
書
が
諏
訪
部
信
恵
に
発
給
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
御
教
書

は
前
日
付
の
諏
訪
部
信
恵
宛
信
濃
権
守
宗
氏
奉
書）
68
（

を
指
す
も
の
と
考
え
ら

れ
、
綸
旨
は
こ
れ
以
前
に
発
給
さ
れ
た
諏
訪
部
氏
宛
の
綸
旨
が
確
認
で
き

ず
不
明
で
あ
る
が
、【
史
料
七
】
を
踏
ま
え
る
と
そ
の
内
容
は
軍
勢
催
促

と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、【
史
料
七
】
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
信
濃

権
守
宗
氏
奉
書
に
は
「
不
レ
忘
二
元
弘
旧
好
一
之
由
令
レ
申
条
、」
と
あ
り
、

諏
訪
部
氏
側
が
発
給
主
体
に
対
し
て
南
朝
方
に
つ
く
旨
を
伝
え
た
も
の
と

考
え
ら
れ
、
綸
旨
と
セ
ッ
ト
で
あ
る
こ
と
か
ら
南
朝
の
方
か
ら
来
た
も
の

と
推
測
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
南
朝
と
諏
訪
部
氏
と



─ 25 ─

常陸親王の基礎的考察

の
接
触
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
後
村
上
天
皇
の
綸
旨
も
、
官
途
や
所
領
と
い
っ
た

具
体
的
な
恩
賞
を
与
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
現
地
で
の
恩
賞

は
現
地
の
指
揮
官
に
任
せ
る
と
い
う
南
朝
の
方
針
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る）
69
（

。
こ
れ
以
後
の
中
沢
氏
の
動
向
は
不
明
で
あ
る
が
、
先
述
の
通
り
諏

訪
部
氏
は
北
朝
方
に
帰
順
し
て
い
る
。

　
以
上
、
出
雲
国
に
お
け
る
常
陸
親
王
令
旨
を
め
ぐ
る
状
況
を
述
べ
た
。

残
存
史
料
の
問
題
も
あ
り
、
諏
訪
部
氏
と
中
沢
氏
の
場
合
し
か
確
認
は
出

来
な
か
っ
た
が
、
両
者
と
も
南
朝
へ
の
接
触
が
み
え
る
。
こ
れ
は
、
当
該

期
に
お
い
て
常
陸
親
王
の
令
旨
が
感
状
の
み
で
あ
っ
た
た
め
に
、
よ
り
恩

賞
が
得
ら
れ
そ
う
な
南
朝
に
働
き
か
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。し
か
し
、

南
朝
は
恩
賞
を
現
地
の
指
揮
官
に
任
せ
る
方
針
を
と
っ
て
お
り
、
彼
ら
の

期
待
に
応
え
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
以
降
の

中
沢
氏
の
活
動
は
不
明
で
あ
る
が
、
諏
訪
部
氏
は
先
に
述
べ
た
通
り
直
冬

側
と
し
て
挙
兵
す
る
こ
と
と
な
り
、
先
述
の
通
り
出
雲
で
の
親
王
の
活
動

も
確
認
で
き
な
く
な
る
。

　
２　
石
見
・
安
芸
に
お
け
る
発
給
令
旨

　
前
節
で
は
、
出
雲
国
で
の
発
給
令
旨
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
令
旨
の
内

容
は
石
見
や
安
芸
で
は
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
。
本
章
で
は
〈
表
18
〉
か

ら
〈
表
36
〉
を
対
象
と
す
る
が
、
令
旨
の
内
容
が
感
状
の
み
で
は
な
く
、

多
様
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
以
下
そ
の
諸
相
を
述
べ
る
。

　
先
ず
官
途
推
挙
関
係
に
つ
い
て
述
べ
る
。〈
表
20
〉〈
表
22
〉〈
表
23
〉

〈
表
28
〉〈
表
30
〉
が
官
途
推
挙
の
情
報
を
伝
達
し
た
も
の
で
あ
る
。
い

ず
れ
も
第
四
期
に
の
み
確
認
で
き
る
が
、
先
述
の
武
士
の
「
管
領
」
を
将

軍
（
尊
氏
）
に
委
任
し
た
こ
と
と
関
連
し
て
い
よ
う
か
。
こ
れ
ら
は
あ
く

ま
で
も
推
挙
し
た
と
い
う
情
報
伝
達
で
あ
る
が
、
新
井
氏
は
武
士
た
ち
を

自
分
の
陣
営
に
つ
な
ぎ
止
め
る
た
め
の
仮
の
官
途
認
定
と
し
て
い
る）
70
（

。
南

朝
に
お
け
る
地
方
武
士
の
任
官
は
在
常
陸
期
の
北
畠
親
房
や
九
州
の
懐
良

親
王
な
ど
と
い
っ
た
、
地
方
南
朝
方
の
中
心
人
物
が
推
挙
す
る
も
の
で
、

直
接
南
朝
に
申
請
す
る
行
為
は
「
直
奏
」
と
し
て
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
し

か
し
、
在
常
陸
期
の
親
房
の
場
合
、
禁
止
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

「
直
奏
」
を
行
っ
て
ま
で
官
途
を
得
よ
う
と
す
る
武
士
が
確
認
で
き）
71
（

、
官

途
が
武
士
た
ち
に
と
っ
て
魅
力
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ゆ

え
に
常
陸
親
王
に
よ
る
推
挙
は
武
士
た
ち
に
と
っ
て
恩
賞
と
認
識
さ
れ
る

も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
ま
た
山
田
貴
司
氏
は
南
朝
に
と
っ
て
の
官
途
推

挙
は
軍
功
に
対
す
る
恩
賞
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
し
て
お
り
、
発

給
す
る
側
か
ら
し
て
も
軍
忠
の
有
無
の
み
で
発
給
で
き
る
分
、
所
領
給
与

よ
り
行
い
や
す
か
っ
た
と
推
測
で
き
よ
う
。

　
次
に
所
領
関
係
の
令
旨
に
つ
い
て
述
べ
る
。
先
に
述
べ
た
通
り
こ
れ
ら

は
い
ず
れ
も
安
芸
国
の
み
で
確
認
で
き
る
。
そ
れ
ぞ
れ
〈
表
24
〉〈
表
25
〉

〈
表
26
〉〈
表
29
〉
が
第
四
期
の
〈
表
31
〉〈
表
34
〉
が
第
五
期
の
〈
表

36
〉
が
第
六
期
の
所
領
関
係
の
令
旨
と
な
る
。
第
四
期
は
〈
表
24
〉〈
表

25
〉〈
表
26
〉〈
表
29
〉
で
あ
り
、
の
ち
に
述
べ
る
が
違
乱
停
止
の
〈
表

29
〉を
除
け
ば
い
ず
れ
も
兵
粮
料
所
関
係
と
な
る
。第
五
期
は〈
表
31
〉〈
表

34
〉
で
あ
り
、〈
表
31
〉
は
〈
表
26
〉
に
て
兵
粮
料
所
と
し
て
給
与
さ
れ
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た
安
芸
国
河
戸
村
国
衙
分
の
一
分
・
二
分
を
田
所
新
左
衛
門
尉
に
安
堵
し

た
も
の
で
、〈
表
34
〉
は
〈
表
36
〉
に
て
給
与
さ
れ
る
安
芸
国
内
部
庄
内

福
原
村
の
地
頭
職
に
つ
い
て
、「
追
可
レ
有
二
其
沙
汰
一
」
と
伝
達
し
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
は
兵
粮
料
所
の
預
置
や
給
与
は
見
え
な
い
が
、

先
述
の
武
士
の
「
管
領
」
を
将
軍
（
尊
氏
）
に
委
任
し
た
こ
と
と
の
関
係

で
あ
ろ
う
か
。そ
し
て
第
六
期
は
先
述
の
よ
う
に〈
表
36
〉が
該
当
す
る
。

以
上
か
ら
、
第
五
期
を
除
く
と
常
陸
親
王
の
所
領
政
策
は
軍
功
に
対
し
て

所
領
を
兵
粮
料
所
と
し
て
預
置
・
給
与
す
る
も
の
が
中
心
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　
さ
て
〈
表
29
〉
の
違
乱
停
止
命
令
は
次
に
挙
げ
る
正
平
七
年
三
月
十
四

日
付
沙
弥
定
意
施
行
状
と
同
様
に
、
常
陸
親
王
の
所
領
政
策
の
積
極
性
を

示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

【
史
料
八
】
常
陸
親
王
令
旨）
72
（

　

 

内
藤
左
衛
門
尉
教
泰
申
、
安
芸
国
妻
保
垣
・
高
田
原
、
令
二
毛
利
備
中

守
親
衡
違
乱
一
之
由
、
被
二
聞
食
一
了
、
為
二
事
実
一
者
太
以
不
レ
可
レ
然
、

任
二
当
知
行
一
可
レ
致
二
其
沙
汰
一
者
、
常
陸
親
王
令
旨
如
レ
此
、
悉
レ
之
、

以
レ
状
、

　
　
正
平
六
年
十
月
十
三
日　
　
　
右
兵
衛
佐
（
花
押
）

　
　
　
武
田
兵
庫
助
館

【
史
料
九
】
沙
弥
定
意
施
行
状）
73
（

　

 

熊
谷
兵
庫
允
直
春
申
、
三
入
新
庄
内
恒
久
名
▫ （

半
分
）

　

事
、
任
二
令
旨
一
、

奈
古
六
郎
相
共
莅
二
彼
所
一
、
可
レ
打-

二
渡
下
地
於
直
春
一
之
由
、
依
レ
仰

執
達
如
レ
件
、

　
　
正
平
七
年
三
月
十
四
日　
　
　
沙
弥
定
意
（
花
押
）

　
　
謹
上　
三
戸
孫
三
郎
殿

　
【
史
料
八
】
は
、
安
芸
国
妻
保
垣
及
び
高
田
原
に
お
け
る
毛
利
親
衡
の

違
乱
を
辞
め
さ
せ
る
よ
う
に
武
田
氏
信
に
命
じ
た
令
旨
で
、【
史
料
九
】

は
三
入
新
庄
内
恒
久
名
半
分
を
熊
谷
直
春
に
打
ち
渡
す
よ
う
命
じ
た
常
陸

親
王
令
旨
を
受
け
て
、
沙
弥
定
意
な
る
人
物
が
三
戸
孫
三
郎
（
頼
顕
）
に

発
給
し
た
施
行
状
で
あ
る
。
こ
う
し
た
違
乱
停
止
命
令
や
打
渡
状
の
発
給

は
所
領
政
策
を
補
完
す
る
も
の
で
あ
り
、
親
王
の
所
領
政
策
の
積
極
性
の

あ
ら
わ
れ
と
言
え
よ
う
。

　

最
後
に
感
状
に
つ
い
て
述
べ
る
。
第
四
期
の
〈
表
18
〉〈
表
19
〉〈
表

21
〉〈
表
27
〉
な
ど
は
出
雲
へ
の
令
旨
と
同
様
、
着
到
や
軍
忠
な
ど
に
対

す
る
褒
賞
の
み
で
あ
る
。そ
れ
が
第
五
期
に
な
る
と
、着
到
に
対
し
て〈
表

32
〉〈
表
33
〉
の
「
於
二
本
領
一
者
、
不
レ
可
レ
有
二
子
細
一
者
、」
や
〈
表
36
〉

の
「
於
二
本
領
一
者
、
不
レ
可
レ
有
二
相
違
一
者
、」
と
い
っ
た
安
堵
文
言
が
加

わ
っ
て
く
る
。
感
状
発
給
と
同
時
に
安
堵
す
る
と
い
う
形
式
は
、
予
め
安

堵
を
仄
め
か
す
こ
と
で
、
支
持
勢
力
を
引
き
付
け
続
け
よ
う
と
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
以
上
、
安
芸
・
石
見
に
お
け
る
常
陸
親
王
の
令
旨
を
見
て
き
た
。
総
じ

て
感
状
の
み
の
出
雲
の
場
合
と
比
べ
る
と
、
実
体
的
な
恩
賞
給
与
が
な
さ

れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
、
出
雲
で
の
活
動
の
際
に
感
状
の
み
し
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か
発
給
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
各
勢
力
を
つ
な
ぎ
と
め
る
こ
と
が
出
来
な

か
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、
早
急
に
恩
賞
を
与
え
る
よ
う
に
し
た
結
果
で
あ

る
と
推
測
で
き
よ
う
。

お
わ
り
に

　
以
上
本
稿
で
は
①
常
陸
親
王
と
宮
将
軍
と
は
別
人
で
あ
り
、
常
陸
親
王

と
兵
部
卿
親
王
と
も
別
人
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
、
②
常
陸
親
王
の

活
動
に
は
出
雲
か
ら
安
芸
・
石
見
へ
の
移
動
が
見
え
、
後
者
の
時
期
に
は

安
芸
に
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
③
在
出
雲
期
よ
り
も
在
安
芸
・
石
見

期
の
方
が
よ
り
実
体
的
な
恩
賞
を
与
え
て
い
る
こ
と
の
三
点
を
述
べ
た
。

こ
れ
ら
か
ら
、
正
平
六
年
五
月
の
幕
府
と
の
講
和
決
裂
が
大
き
な
画
期
と

な
っ
て
お
り
、
尊
氏
・
直
義
の
決
裂
後
、
一
応
そ
の
活
動
が
ピ
ー
ク
に
達

し
た
と
評
価
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
背
景
に
は
、
尊
氏
・
直
義
の
講

和
に
伴
う
現
地
の
混
乱
や
、
尊
氏
・
直
義
講
和
期
の
京
部
に
お
け
る
直
義

の
「
失
政）
74
（

」
な
ど
と
い
っ
た
様
々
な
要
因
が
想
定
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
な
お
本
稿
で
は
令
旨
の
性
格
に
つ
い
て
述
べ
る
た
め
に
、
国
毎
や
時
期

毎
の
区
分
を
行
っ
た
が
、
よ
り
詳
密
に
見
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た

常
陸
親
王
の
活
動
や
令
旨
の
機
能
の
変
遷
に
焦
点
を
当
て
た
が
、
令
旨
の

奉
者
や
尊
氏
・
直
義
方
と
の
関
係
に
つ
い
て
な
ど
は
、
紙
数
の
都
合
上
十

分
に
述
べ
ら
れ
な
か
っ
た
部
分
も
多
い
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

註（
1
）　 

森
茂
暁
『
南
朝
全
史
』（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
二
〇
〇
五
年
）

二
二
〇
頁
。

（
2
）　 

た
と
え
ば
三
浦
龍
昭
『
征
西
将
軍
府
の
研
究
』（
青
史
出
版
、

二
〇
〇
九
年
）、
亀
田
俊
和
『
南
朝
の
真
実
』（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
一
四
年
）、呉
座
勇
一
編『
南
朝
研
究
の
最
前
線
』（
洋
泉
社
、

二
〇
一
六
年
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

（
3
）　 

菊
池
康
貴
「
後
征
西
将
軍
宮
の
研
究
」（『
史
林
』
九
九
―
二
、

二
〇
一
六
年
）
は
今
後
の
南
朝
研
究
に
つ
い
て
「
文
書
史
料
の
網

羅
的
収
集
・
分
析
か
ら
一
定
の
特
徴
を
見
出
し
て
い
く
―
い
わ
ば

「
帰
納
法
」
な
―
研
究
方
法
が
さ
ら
に
重
要
度
を
増
し
て
い
く
」

と
述
べ
て
い
る
。
従
う
べ
き
考
え
で
あ
ろ
う
。

（
4
）　 

こ
う
し
た
親
王
た
ち
の
活
動
の
諸
相
は
森
茂
暁
『
皇
子
た
ち
の
南

北
朝
』（
中
公
文
庫
、
二
〇
〇
七
年
、
初
出
一
九
八
八
年
）
に
て

述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
5
）　 

源
光
圀
編
『
大
日
本
史
第
十
一
冊
』（
吉
川
半
七
、一
九
〇
〇
年
）

内
の
巻
九
十
九
、一
四
・一
五
頁
に
て
「
按
二
三
刀
屋
文
書
一
、
是

歳
二
月
和
田
正
武
以
二
常
陸
親
王
令
旨
一
聚
レ
兵
、
常
陸
親
王
蓋
陸

良
」
と
陸
良
（
赤
松
宮
即
ち
宮
将
軍
と
比
定
）
と
同
一
人
物
視
し

て
い
る
。

（
6
）　 
た
と
え
ば
菅
政
友
『
南
山
皇
胤
譜
』（『
菅
政
友
全
集
』
国
書
刊
行

会
、
一
九
〇
七
年
に
収
録
）
や
『
後
醍
醐
天
皇
実
録
』
の
「
皇
孫

興
良
」
の
箇
所
（
同
書
は
吉
岡
真
之
・
藤
井
譲
治
『
後
醍
醐
天
皇
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実
録
』
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
〇
九
年
に
て
再
刊
）
や
『
国
史
大
辞

典
』
の
「
興
良
親
王
」
の
項
（
村
田
正
志
執
筆
）
な
ど
。

（
7
）　 
新
井
孝
重
「
興
良
・
常
陸
親
王
考
」（
同
『
日
本
中
世
合
戦
史
の

研
究
』
東
京
堂
出
版
、
二
〇
一
四
年
、
初
出
二
〇
〇
一
年
）
及
び

同
「
悪
党
と
宮
の
武
力
」（
同
『
日
本
中
世
合
戦
史
の
研
究
』
東

京
堂
出
版
、二
〇
一
四
年
、初
出
二
〇
〇
三
年
）。以
下
新
井
註（
７
）

論
文
と
す
る
場
合
は
、
断
り
の
な
い
限
り
前
者
の
論
文
を
指
す
。

（
8
）　 

新
井
孝
重
『
護
良
親
王
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
六
年
）

二
六
六
〜
二
七
七
頁
。

（
9
）　 

田
中
義
成『
南
北
朝
時
代
史
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、一
九
七
九
年
、

初
出
一
九
二
二
年
）
二
二
〇
頁
。
田
中
氏
は
興
良
（
宮
将
軍
）
と

「
常
陸
宮
王
宮
」
と
を
分
け
て
記
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
興
良
の

箇
所
に
て
「
出
雲
方
面
の
南
軍
を
督
せ
ら
れ
し
事
、
三
刀
屋
文
書

に
見
る
」
と
し
て
い
る
が
、
現
在
三
刀
屋
文
書
内
に
て
確
認
で
き

る
の
は
、
宮
将
軍
の
令
旨
で
は
な
く
常
陸
親
王
の
令
旨
で
あ
る
。

（
10
）　 

秋
山
英
一
『
四
国
に
於
け
る
後
醍
醐
天
皇
の
諸
皇
子
』（
燧
洋
出

版
社
、
一
九
四
〇
年
）
六
七
〜
九
二
頁
。

（
11
）　 

平
田
俊
春
「
後
醍
醐
天
皇
の
御
宏
図
と
諸
皇
子
の
御
活
動
」（
同

『
吉
野
時
代
の
研
究
』
一
九
四
三
年
）。

（
12
）　 

御
薗
生
翁
甫
『
大
内
氏
史
研
究
』（
山
口
県
地
方
史
学
会
、

一
九
五
九
年
）
二
〇
九
〜
二
一
六
頁
。

（
13
）　
森
註
（
４
）
書
、
一
二
八
〜
一
三
一
頁
。

（
14
）　 

前
田
徹
「
観
応
の
擾
乱
と
赤
松
則
祐
」（『
塵
芥
』
二
三
、 

二
〇
一
二
年
）。

（
15
）　
御
薗
生
註
（
12
）
書
、
二
一
七
頁
。

（
16
）　
森
註
（
４
）
論
文
、
一
三
一
頁
。

（
17
）　
新
井
註
（
７
）
論
文
。

（
18
）　 

花
田
卓
司「
建
武
政
権
と
南
朝
は
、武
士
に
冷
淡
だ
っ
た
の
か
？
」

（
呉
座
註
（
２
）
書
、
一
九
八
頁
） 

。

（
19
）　
新
井
註
（
７
）
論
文
。

（
20
）　 

た
と
え
ば
、
正
平
六
年
九
月
二
十
九
日
付
宮
将
軍
令
旨
（
東
寺
百

合
文
書
せ
函
南
朝
文
書
一
八
―
一
、
翻
刻
は
『
大
日
本
史
料
』
六

―
一
五
―
一
三
七
頁
を
参
照
）
や
同
年
十
二
月
十
三
日
付
の
宮
将

軍
令
旨
（『
大
日
本
史
料
』
六
―
一
五
―
六
五
九
頁
）
な
ど
。

（
21
）　 

兵
藤
裕
己
校
注
『
太
平
記
』（
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
四
〜

二
〇
一
六
年
）
第
三
十
巻
「
高
倉
殿
京
都
退
去
の
事
」
に
「
赤
松

律
師
が
大
塔
の
若
宮
を
申
し
下
し
て
、
宮
方
を
仕
る
と
聞
こ
え
候

ふ
も
、
実
は
事
を
宮
方
に
寄
せ
て
勢
を
催
し
て
後
、
宰
相
中
将
殿

へ
参
ら
ん
と
ぞ
存
じ
候
ふ
ら
ん
。」
と
、
第
三
十
五
巻
「
銀
嵩
合

戦
の
事
」
に
「
こ
の
比
、
吉
野
の
将
軍
宮
と
申
す
は
、
故
大
塔
宮

兵
部
卿
親
王
の
御
子
に
て
ぞ
お
は
し
け
る
。（
中
略
）
吉
野
の
新

帝
登
極
の
後
、
則
ち
宣
下
せ
ら
れ
て
、
征
夷
将
軍
の
位
に
な
し
奉

り
、
去
ん
じ
正
平
七
年
に
、
赤
松
律
師
則
祐
、
暫
く
事
を
謀
っ
て

宮
方
へ
参
ぜ
し
時
、
こ
の
宮
を
大
将
に
申
し
下
し
ま
ゐ
ら
せ
た
り

し
が
、
則
祐
忽
ち
に
変
じ
て
、
ま
た
武
家
に
参
ぜ
し
か
ば
、
宮
は

心
な
ら
ず
京
へ
登
ら
せ
給
ひ
て
、
召
人
の
如
く
に
て
御
座
あ
り
し
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を
、
国
の
者
ど
も
、
盗
み
出
だ
し
奉
つ
て
、
高
山
寺
の
城
へ
入
れ

奉
る
。」
と
あ
る
。

（
22
）　
た
と
え
ば 

新
井
註
（
７
）
論
文
や
前
田
註
（
14
）
論
文
な
ど
。

（
23
）　 『
中
・
四
』
一
七
八
八
号
な
ら
び
に
同
一
九
八
八
号
文
書
、
い
ず

れ
も
伊
予
忽
那
文
書
。

（
24
）　
『
中
・
四
』
二
〇
八
四
号
、
長
門
毛
利
家
文
書
。

（
25
）　
『
中
・
四
』
九
二
八
号
、
土
佐
下
元
文
書
。

（
26
）　
『
中
・
四
』一
二
〇
二
号
、土
佐
国
蠹
簡
集
拾
遺
二
所
収
佐
伯
文
書
。

（
27
）　 

白
山
芳
太
郎
『
職
原
鈔
の
基
礎
的
研
究
』
神
道
史
学
会
、

一
九
八
〇
年
、
二
〇
四
・二
〇
五
頁
。
同
書
の
一
五
八
〜
二
八
一

頁
は
著
者
校
訂
版
の
『
職
源
抄
』
と
な
っ
て
い
る
。

（
28
）　 『
新
葉
和
歌
集
』
は
『
新
編
国
歌
大
観　
第
一
巻　
勅
選
集
編　

歌
集
』
七
六
七
〜
七
九
八
頁
の
も
の
を
使
用
し
た
。

（
29
）　 

兵
部
卿
に
つ
い
て
は
、
菊
池
註
（
３
）
論
文
に
は
、
後
征
西
将
軍

宮
が
「
兵
部
卿
親
王
」
を
名
乗
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
以
外
の
兵

部
卿
と
し
て
護
良
・
兵
部
卿
親
王
、
そ
し
て
後
村
上
天
皇
の
皇
子

で
あ
る
師
成
親
王
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
30
）　
前
田
註
（
14
）
論
文
。

（
31
）　 

矢
代
和
夫
・
加
美
宏
校
註
『
梅
松
論
・
源
威
集
（
新
撰
日
本
古
典

文
庫
三
）』
現
代
思
潮
社
、
一
九
七
五
年
、
六
八
頁
。

（
32
）　 

竹
内
理
三
編
『
増
補
続
史
料
大
成　
鎌
倉
年
代
記
・
裏
書　
武
家

年
代
記
・
裏
書　
鎌
倉
大
日
記
』
九
九
頁
。

（
33
）　 

岩
佐
正
校
注
『
神
皇
正
統
記
』
岩
波
文
庫
、
一
九
七
五
年
、

一
七
二
頁
よ
り
。『
神
皇
正
統
記
』
は
以
下
こ
の
版
を
使
用
す
る
。

（
34
）　
『
南
北
朝
遺
文
九
州
編
』
一
三
八
一
号
、
五
条
家
文
書
。

（
35
）　
『
神
皇
正
統
記
』
一
八
六
頁
。

（
36
）　
『
南
北
朝
遺
文
関
東
編
』
二
四
五
四
号
、
浅
井
文
書
。

（
37
）　
前
田
註
（
14
）
論
文
。

（
38
）　 

擾
乱
の
大
ま
か
な
推
移
は
亀
田
俊
和
『
観
応
の
擾
乱
』（
中
公
新

書
、
二
〇
一
七
年
）
に
拠
っ
た
。

（
39
）　 

森
註
（
1
）
書
一
一
二
ペ
ー
ジ
に
て
、
後
村
上
が
出
雲
国
や
九
州

の
南
朝
方
と
の
間
に
軍
事
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
よ
う
と

し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
常
陸
親
王
の
出
雲
で
の
活
動
は
、
こ

う
し
た
繋
が
り
を
頼
み
に
し
た
と
推
測
で
き
る
。
ま
た
後
述
す
る

出
雲
南
朝
方
と
南
朝
と
の
関
係
の
前
提
も
こ
う
し
た
繋
が
り
に
あ

る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
40
）　
『
松
江
市
史　
通
史
編
二
』
六
二
一
頁
。

（
41
）　
新
井
註
（
７
）
論
文
。

（
42
）　
『
中
・
四
』
一
六
六
号
、
出
雲
土
屋
家
古
記
録
抄
。

（
43
）　
『
中
・
四
』
一
〇
五
一
号
、
出
雲
中
沢
文
書
。

（
44
）　 「
大
田
庄
雑
掌
地
頭
代
和
与
状
」（『
高
野
山
文
書
』
一
四
六
号
）

に
て
備
後
国
大
田
荘
桑
原
方
地
頭
大
田
顕
連
代
中
沢
盛
連
以
下
の

輩
が
所
務
を
押
領
し
た
た
め
に
盛
連
兄
弟
と
中
沢
二
郎
が
代
官
職

を
改
易
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
沢
二
郎
は
〈
表
11
〉
の

「
中
沢
次
郎
」
と
同
一
人
物
で
あ
る
か
も
し
れ
ず
、
そ
う
だ
と
す

る
な
ら
備
後
方
面
に
ま
で
進
出
し
て
い
た
と
言
え
る
。
な
お
中
沢
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氏
に
は
武
蔵
国
出
身
で
、丹
波
国
御
家
人
の
一
族
も
存
在
す
る
が
、

本
稿
で
触
れ
た
信
濃
系
中
沢
氏
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。
武
蔵

系
中
沢
氏
に
つ
い
て
は
、
雉
岡
恵
一
「
東
国
御
家
人
中
沢
氏
の
西

遷
と
大
山
荘
地
頭
御
家
人
中
沢
氏
」（『
中
央
史
学
』
一
三
、 

一
九
九
〇
年
）
に
詳
し
い
。

（
45
）　
例
え
ば
『
中
・
四
』
一
九
五
五
号
、
出
雲
小
野
家
文
書
。

（
46
）　
『
中
・
四
』
一
九
九
一
号
、
諸
家
文
書
纂
所
収
三
刀
屋
文
書
。

（
47
）　
『
中
・
四
』
二
〇
〇
六
号
、
諸
家
文
書
纂
所
収
三
刀
屋
文
書
。

（
48
）　 『
中
・
四
』
二
〇
〇
八
号
、
同
二
〇
〇
九
号
、
諸
家
文
書
纂
所
収

三
刀
屋
文
書
。

（
49
）　
『
松
江
市
史
通
史
編
二
』
一
六
一
頁
よ
り
。

（
50
）　
『
中
・
四
』
一
八
七
一
号
出
雲
小
野
文
書
な
ど
。

（
51
）　
『
中
・
四
』
三
四
号
、
長
門
毛
利
家
文
書
。

（
52
）　 

大
山
喬
平
「
遠
州
御
家
人
内
田
氏
の
史
的
考
察
」（『
高
田
大
屋
敷

遺
跡
・
第
八
次
調
査
報
告
書
』
一
九
九
三
年
）。

（
53
）　 

こ
れ
ら
と
同
日
に
、
内
田
左
衛
門
三
郎
と
伊
藤
次
郎
六
郎
（『
中
・

四
』
二
一
〇
四
号
・
二
一
〇
五
号
、
い
ず
れ
も
石
見
俣
賀
文
書
）

宛
に
治
部
権
少
輔
某
に
よ
り
軍
勢
催
促
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
は
常
陸
親
王
の
意
を
受
け
て
の
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
54
）　
『
中
・
四
』
二
一
四
〇
号
、
諸
家
文
書
纂
所
収
三
刀
屋
文
書
。

（
55
）　
新
井
註
（
７
）
論
文
。

（
56
）　
『
大
日
本
古
文
書　
毛
利
家
文
書
之
一
』
二
四
号
。

（
57
）　
『
中
・
四
』
九
八
九
号
、
安
芸
野
坂
文
書
。

（
58
）　
森
註
（
４
）
書
、
一
三
一
頁
。

（
59
）　
御
薗
生
註
（
12
）
書
、
二
〇
九
〜
二
一
六
頁
。

（
60
）　 

三
浦
龍
昭
「
南
朝
の
綸
旨
に
つ
い
て
」（
阿
部
猛
編
『
中
世
政
治

史
の
研
究
』
日
本
史
史
料
研
究
会
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
61
）　
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
十
四
、九
八
〇
頁
、
集
古
文
書
。

（
62
）　
『
大
日
本
史
料
』第
六
編
之
十
四
、九
八
〇・九
八
一
頁
、集
古
文
書
。

（
63
）　 

集
古
文
書
内
に
は
、
こ
れ
ら
以
外
に
も
諏
訪
中
沢
一
族
等
中
に
宛

て
た
同
年
五
月
七
日
付
の
後
村
上
天
皇
綸
旨
写
（『
大
日
本
史
料
』

第
六
編
之
十
五
八
頁
、
集
古
文
書
）
が
存
在
す
る
。

　
　
　

 

可
レ
致
二
軍
忠
一
之
由
、
被
二
聞
食
一
候
、
可
レ
抽
二
其
節
一
者
、
天
気

如
レ
此
、
悉
レ
之
、

　
　
　
　
正
平
六
年
五
月
七
日　
　
　
勘
解
由
（
次
官
脱
ヵ
）（
花
押
）

　
　
　
諏
訪
中
沢
一
族
等
中

（
64
）　
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
十
五
、一
三
〇
頁
、
集
古
文
書
。

（
65
）　
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
十
五
、一
五
〇
頁
、
集
古
文
書
。

（
66
）　
『
中
・
四
』
二
〇
七
六
号
、
諸
家
文
書
纂
所
収
三
刀
屋
文
書
。

（
67
）　
『
中
・
四
』
二
〇
六
三
号
、
諸
家
文
書
纂
所
収
三
刀
屋
文
書
。

（
68
）　 

信
濃
権
守
宗
氏
奉
書
写
（『
中
・
四
』
二
〇
六
二
号
、
諸
家
文
書

纂
所
収
三
刀
屋
文
書
）

　
　
　
　
　
（
花
押
影
）

　
　
　

 
不
レ
忘
二
元
弘
旧
好
一
之
由
令
レ
申
条
、
尤
以
神
妙
也
、
然
者
早
相
二

催
一
族
一
、
馳-

二
参
御
方
一
、
致
二
合
戦
之
忠
一
者
、
可
レ
有
二
恩
賞
一

之
由
、
依
レ
仰
執
達
如
レ
件
、
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正
平
六
年
七
月
三
日　
　
　
信
濃
権
守
宗
氏
奉

　
　
　
　
　
須
和
部
三
郎
入
道
殿

　
　
　

 
な
お『
南
北
朝
遺
文
』は
こ
れ
を
常
陸
親
王
の
令
旨
と
し
て
お
り
、

新
井
註
（
７
）
論
文
新
井
論
文
も
そ
れ
に
倣
っ
て
常
陸
親
王
の
令

旨
と
見
做
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
令
旨
は
、
文
中
に
て
常
陸
親

王
の
も
の
と
は
明
言
さ
れ
て
お
ら
ず
、
袖
判
影
の
存
在
や
「
依
レ

仰
執
達
如
レ
件
」
と
い
う
書
止
な
ど
と
い
っ
た
他
の
常
陸
親
王
の

令
旨
と
異
な
る
特
徴
を
持
ち
、
常
陸
親
王
令
旨
に
は
ほ
か
に
「
信

濃
権
守
宗
氏
」
を
奉
者
と
し
た
も
の
は
存
在
し
な
い
。
こ
れ
ら
を

踏
ま
え
る
と
、
こ
の
信
濃
権
守
宗
氏
奉
書
は
、
常
陸
親
王
の
令
旨

と
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

（
69
）　 

三
浦
龍
昭
「
征
西
府
と
南
朝
」（
同
『
征
西
将
軍
府
の
研
究
』
青

史
出
版
、
二
〇
〇
九
年
）
は
、
南
朝
の
地
方
統
治
機
関
は
そ
れ
ぞ

れ
南
朝
よ
り
権
限
が
分
掌
さ
れ
て
お
り
、「
直
勅
裁
」
や
「
直
奏
」

が
止
め
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
ん
な
中
で
後
村
上
の
感
状
や
軍
勢
催

促
状
は
最
後
ま
で
見
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
、
統
治
に
関
わ
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
た
め
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
後
村
上
天
皇
の
綸

旨
も
「
直
勅
裁
」
に
相
当
し
な
い
軍
勢
催
促
や
感
状
と
な
っ
て
い

る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
70
）　 

新
井
註
（
７
）
論
文
。
な
お
、
山
田
貴
司
「
南
北
朝
期
に
お
け
る

武
家
官
位
の
展
開
」（
同『
中
世
後
期
武
家
官
位
論
』戎
光
祥
出
版
、

二
〇
一
五
年
、
初
出
二
〇
〇
八
年
）
で
は
、
令
旨
の
発
給
を
も
っ

て
事
実
上
の
任
官
と
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（
71
）　 

市
沢
哲
「
南
北
朝
内
乱
期
に
お
け
る
天
皇
と
諸
勢
力
」（
同
『
日

本
中
世
公
家
政
治
史
の
研
究
』
校
倉
書
房
、
二
〇
一
一
年
、
初
出

一
九
九
六
年
）
な
ど
。

（
72
）　
『
中
・
四
』
二
一
五
九
号
、
長
門
毛
利
家
文
書
。

（
73
）　
『
中
・
四
』
二
二
三
七
号
、
長
門
毛
利
家
文
書
。

（
74
）　 

亀
田
註
（
38
）
書
一
一
五
〜
一
三
六
頁
に
て
、
当
該
期
の
直
義
に

つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
お
り
、そ
れ
ら
を
受
け
て
一
三
七
頁
に
て「
失

政
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
、
自
ら
を
支
持
し
た
武
士
た
ち

に
十
分
な
恩
賞
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
武
士
た
ち
を
繋
ぎ

と
め
ら
れ
な
か
っ
た
要
因
と
し
て
大
き
い
と
い
え
よ
う
。


